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消防防災の科学

序

長年の私の夢であった防災庁１）は、令和８年

度に実現する予定である。防災庁では事前防災の

成功の鍵を握る、筆者が発見した『社会現象の相

転移』が有効なことがアドバイザー会議の報告

書２）に明記されている。学術研究成果が単なる

机上の空論に留まらず、社会貢献できるだろう。

防災研究者としてこのような結果となり、感謝の

気持ちで一杯である。そこで、ここに至った過程

を読者にお伝えしたい。

最初の幸運

2024年８月、日本自然災害学会からメールで、

功績賞授賞の内示があった。そのとき考えた授賞

理由は、同学会の会長職を歴任したからだろうと

想像した。しかし、嬉しい思い違いだった。９月

20日に授賞式が千葉大学であり、賞を頂いたので

あるが、写真１にあるように、「自然科学と社会

科学を融合させた自然災害科学の確立と発展…」

と明記されていた。表記内容の重要性は明らか

だった。受賞対象は、防災研究の学問体系を大き

く変え、新たな科学を提示したという内容であ

る。表１は、その研究成果の一部であり、災害発

生に関する自然現象と社会現象の相転移を例示し

たものである。プレート境界地震発生は、プレー

トテクトニクスの理解だけでは不十分で、深部の

プレート境界付近の岩盤の融解やマグマの影響な

どに関する岩石学と相転移の知見が必須であろう。

首都直下地震では、長期広域停電が相転移を起こ

すのである。このような“画期的な成果”を得る

感謝！　私の防災研究人生50年

関西大学社会安全学部

特別任命教授　河　田　惠　昭

● 巻 頭 随 想

写真１　令和６年度日本自然災害学会功績賞の表彰状

と受賞理由

表１　災害における自然現象と社会現象で発生する相

転移

災害名 相転移（自然現象） 相転移（社会現象）
地震 静止状態から破壊進行（プレー

ト境界付近の高熱による岩盤の
融解・流動化、熱水などによる活
断層の岩盤の融解・流動化）

市街地火災、脆弱な建物、地
盤の液状化、広域長期停電、
巨大建造物、都市域での各種
社会インフラの被災など

津波 相転移で発生した地震によって静
止状態だった海水が運動状態に
変化（波動現象）

避難行動遅れ、思いこみ、過信、
継続時間や流れの軽視、地震
後の来襲時間は変化など

洪水 水蒸気（気相、雲）から雨（液
相）に変化し、線状降水帯など
の豪雨の発生

豪雨による越流氾濫、外水・内
水同時氾濫、避難行動の遅れ、
繰り返す洪水被害の軽視など

高潮 相転移がきっかけで台風に成長、
低気圧の吸い上げと強風の吹き
寄せで海面上昇、氾濫

現象の無理解、避難遅れ、河
川の洪水氾濫と同じと誤解、暴
風と同時生起など

火山噴火 平衡状態から非平衡状態（高
熱による岩石の融解、マグマの膨
張・爆発・流動）へ急変

多様な被災形態、恐怖、高濃
度エアロゾルによる空冷式電子
機器不全・ショートなど
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ことができると考えて研究してきたわけではな

かった。30年前の阪神・淡路大震災直後の５千人

を超える犠牲者の発生に直面し、『大災害の犠牲

者を減らすこと』をその後の研究目標にした。こ

の授賞式の直後に、防災庁創設を提唱する石破 

茂首相が誕生した。そこで、早速、同氏に手紙を

書いた。そうすると11月15日に赤澤亮正防災庁設

置準備大臣室で、同氏、坂井 学防災担当大臣他

準備室の職員７名の計９人のヒアリングがあった。

その結果、2025年１月から防災庁設置準備アドバ

イザーに任命された。就任に際し、赤澤大臣名で

「依頼書」をいただき、４項目にわたって意見を

求められた。そして、８回のアドバイザー会議を

経て、最終報告書に筆者の『相転移』によって事

前防災できることが明記されたほか、残る３項目

について現在、内閣官房設置準備室に情報提供し

ている。また、別途６月13日には首相官邸で石破

首相に説明させていただいた。

二度目の幸運

筆者は24年11月に瑞宝中綬章を受賞した。その

拝謁式が同月26日、皇居・豊明殿で挙行された。

天皇陛下の御祝辞の後、退場される折、筆者の前

で立ち止まり『河田さんおめでとう。雅子妃殿下

も、とても喜んでいます』というお言葉をいた

だいた。びっくりして立ち上がり、『１月16，17

日に神戸で両陛下にお目にかかるのを楽しみに

しています』と咄嗟に発言するのが精一杯だっ

た。東日本大震災の丁度２か月後、東宮御所で皇

太子、同妃殿下に約２時間にわたってこの震災に

関する御進講以来、お話しできるのである。17日

には、阪神・淡路大震災から30年の追悼式が予定

されている。翌年１月15日の夜、意を決して両陛

下に親書を書いた。書くことをとても逡巡した

が、関大社会安全学部の学生には日頃より『勇気

をもって挑戦しなければいけない』と言っていた

手前、例外を認めるわけにはいかなかった。お伝

えしたいことを A ４用紙１枚にまとめて書いた。

詳細は省略するが、神戸では両陛下と筆者の３人

だけで会談し、親書を手渡して、表２の右欄のよ

うな、衰退しつつある災害文化の普及・啓発には

天皇家の協力が必要な事を訴えた。また、６月２

日の気象庁の気象観測開始150年の記念式典当日、

筆者がセンター長を拝命している人と防災未来セ

ンターが国土交通大臣表彰を受けることになった。

当日の式典では、天皇陛下のお言葉の後、石破首

相、衆参両議長、最高裁長官の祝辞が続き、最後

に国土交通大臣から壇上で表彰状を拝受した。そ

して、式後に天皇陛下と受賞者の懇談の場が別室

に設けられ、ここでも陛下と懇談させていただき、

親書と関係書類を手交させていただくという機会

を得た。

都市災害の究明を目標

40歳頃に研究目標を都市災害に変えた。なぜな

ら、将来、わが国で死者が千人以上となるような

大災害は、大都市で発生すると考えたからである。

1959年伊勢湾台風以降、大災害は起こらなかっ

た。そして、“Japan as No.1”と喧伝された高度

経済成長は、わが国は防災力が大きい、という錯

覚をもたらした。この時期、京都大学防災研究所

の改組が新たな挑戦を可能にした。当時、『自然

災害総合研究班』という全国組織があった。これ

が、伊勢湾台風以降のわが国の防災研究を推進し

表２　公助による災害文明の発展と自助・共助による

豊かな災害文化の育成

災害文明(公助)
• ～しなければならない。
• ～そうなるべきだ。
• 正解がある。不確実性は
ない。

• 科学は答えを教える。
• 科学の成果と政治を連動
させる。

• Best solution
（最善の解）

災害文化（自助、共助）
• ～したほうがよい。
• ～そうなるほうがよい。
• 正解でないかもしれない。
不確実性がある。

• 科学だけでは答え難い。
• 科学と政治には境界があ
る。

• Best effort           
（最善の努力）

－3－
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た。全国６地区の国立大学に配置された災害科学

資料センターを通じて防災研究を実施するのであ

る。しかし、常勤の助教授は京大防災研のセン

ターにしか認められなかった。同研究所の教授会

は、このセンターの改組・拡充を試み、海岸災害

部門の筆者を同センターに配置換えして挑戦しよ

うとした。筆者は当時、研究所で一番“元気な”

助教授だったからである。そして、新たな概算要

求書を書き、これが認められ、助教授１、助手１

の定員が教授３、国内客員教授１、外国人客員教

授１を含む12人の常勤教員に拡充した巨大災害研

究センターが誕生したのである。そして、筆者の

予想した通り、世界初の都市災害が95年に発生し

た。阪神・淡路大震災である。予言通りだったが、

震災ではそれまでの筆者の研究成果が役に立たず、

涙が流れた。災害による大量の犠牲者を減らす研

究を進めることを誓った。

そして、３度目の幸運

29歳で防災研究所海岸災害部門の助教授になり、

実験、現地観測・調査、理論計算に大忙しであっ

た。当時、大型計算機の汎用性が高まり、数値計

算結果を考察に利用できるようになった。でも、

大きな災害と言えば1982年の長崎豪雨災害が筆頭

で299人が犠牲になったが、これ以上の大災害は

都市で起こると考え、40歳を目前にして、河川・

海岸災害から都市災害に研究対象を変えた。何の

研究実績もなく、極端には勘を頼んで決断したの

である。蛮勇と言ってよかった。

阪神・淡路大震災が起こる以前は、都市で震災

が発生しても、広域延焼火災さえ起らなければ大

被害にはならないと考えられてきた。でも、阪

神・淡路大震災では約５千人が古い木造住宅の全

壊・倒壊で亡くなった。そして、2011年東日本大

震災が起こり、直後に約１万６千人が亡くなった。

巨大な津波が原因であると考えられた。筆者は、

苦労を重ねて被災地の地区ごとの津波の高さと死

図１　東日本大震災時に各地区に来襲した津波の高さと死亡率を示す原図

津波の高さ （m）

死
亡
率  

（
％
）

100

0.01

0.1

1

10

1 20108642 30
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亡率を調べ、図１の結果を得たが、何もわからな

かった。大変苦労してデータを集めたにもかかわ

らず、図面は何も教えてくれないのである。何

度、机上に広げてにらんでも、何の情報も得られ

なかった。でも繰り返しているうちに、死亡率に

上限値らしきものがあることにある時、気づいた。

これが“社会現象の相転移”の発見につながった。

何故、熱力学の相転移現象を知っていたのか？そ

れは筆者の研究経歴が教えてくれる。専門分野は

土木工学であるが、建築学、機械工学や地球物理

学などの知見のほかに、共同研究者として、社会

心理学や歴史学、地政学など文系研究者との交流

が広がった。だから、表１のような成果を得るこ

とができたのである。図２は、これからの防災研

究に必要な知見の広がりを示している。

祝賀会と同時に金婚式

すでに、50年間で約1200編の論考を書いたが、

発見した「災害の相転移」を実際に、縮災（New 

Resilience）として我が国にとどまらず世界各国

で使っていただきたい。地球温暖化とは、地球が

病気になって発熱していると捉えている。世界各

地で大規模な災害が起こっている。９月に神戸で

開催した「国際防災・人道支援フォーラム2025

Ⅱ」では、基調講演の資料を日英標記で出版し、

情報共有を進めている３）。そして５月10日の瑞宝

中綬章の祝賀会当日に奇しくも、写真２のように

金婚式を同時に挙げることができ、妻に感謝の気

持ちを捧げることができた。筆者は３男１女の４

人の子育てにはほとんど関与しなかったが、立派

に育ててくれた。継続的な研究努力は、妻の英子

の献身的な協力がなければ不可能であった。これ

が四度目の幸運である。最後に、残りの防災研究

人生は、社会貢献的な正義（Social Contributory 

Justice, SCJ）の実現に捧げよう！

【参考文献】

1) 河田惠昭 (2022)：災害文化を育てよ、そして大災

害に打ち克て 河田惠昭自叙伝、ミネルヴァ書房、

pp.1-485.

2) 防災庁設置準備アドバイザー会議 報告書：内閣

官房、2025、pp.1-16. 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_

preparation/pdf/adobaizakaigi_houkoku.pdf

3) 河田惠昭（2025）：社会現象の相転移とそれを活

用した事前防災対策（Phase Transition in Societal 

Phenomena and Its Application to Pre-disaster 

Reduction）日英並記、国際防災・人道支援フォー

ラム 2025Ⅱ、Keynote　Lecture.

 https://www.dri.ne.jp/wp/wp-content/uploads/

DRA202502_data.pdf

図２　災害文化と災害文明を学ぶために必要な学問体系

写真２　祝賀会と同時開催した金婚式

社会現象、社会災害、日常生活の習慣

自然現象、自然災害、客観的な評価、

文明
Hazard

文化
Disaster

社会科学：社会学、経済学、
政治学、法学、教育学、哲学、
歴史学、文学、言語学など

自然科学：数学、物理学、天文学、化学、生物学、地学、工学、農学、医学、薬学

実際は、文明、文
化はどちらも微粒
子で混濁状態で人
間性を確保
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１．災害関連死を数値で捉えられる時代へ

⑴　災害関連死とは何か

災害関連死とは、家屋倒壊による圧死や津波

による溺死といった直接的な死（直接死）では

なく、発災後の生活環境の変化によって心身の

状態が悪化し、最終的に命を落とす間接的な死

を指す。自宅や高齢者施設の損壊・浸水により

避難所での厳しい生活を余儀なくされた人びと

が死亡に至る場合や、自宅・施設にとどまった

ものの、停電や断水などによって生活基盤が損

なわれ、平常時の食事や入浴、医療・介護など

の支援が継続できず、心身の不調が深刻化して

死に至る場合など、その形態は多様である。

阪神・淡路大震災以降、公的に認定された災

害関連死が直接死と同様に、弔慰金の支給対象

となる制度が整備されたことで、災害関連死の

人数を把握できるようになっ

た。表１は、災害関連死が確

認された主な災害を示したも

のである。近年では令和６年

能登半島地震で400人を超え

る関連死が確認され、東日本

大震災（2011年）、阪神・淡

路大震災（1995年）に次ぐ規

模となっている。 

⑵　「数値で捉え、備える」段階の到来

2025年３月31日、政府は南海トラフ巨大地震

の新たな被害想定を公表した。最大29万８千人

と見込まれる直接死に加え、災害関連死につい

ても最大５万２千人に上る可能性があることを

初めて数値として示した。

新潟県中越地震（2004年）、東日本大震災

（2011年）、熊本地震（2016年）、西日本豪雨

（2018年）など、これまでの災害では災害関連

死が繰り返し発生してきた。しかし、将来に向

けてその発生数をあらかじめ見積もり、備える

ことを目的とした試みは、これまで行われてこ

なかった。阪神・淡路大震災から30年を経て、

ようやく災害関連死を「数値で捉え、備える」

段階に入ったと言える。なお、関連死の推計方

法については奥村（2024）を参照されたい。

□災害関連死を数値で捉えられる時代に

 　発災後の災害対応から、発災前の仕組みづくりまで

関西大学社会安全学部　教授　奥　村　与志弘

特　集 令和６年能登半島地震（その６）

表１　災害関連死が発生した主な災害

発災日 災害名 直接死
（人）

関連死
（人）

最大避難者
（万人）

1995.01.17 阪神・淡路大震災 05513 0921 32
2004.10.23 新潟県中越地震 00016 0052 10
2011.03.11 東日本大震災 18420 3808 47
2016.04.14 熊本地震 00050 0220 18

2018.07.06 西日本豪雨 00230 0083 04

2024.01.01 能登半島地震 00228 0443 05
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⑶　数値化がもたらす意義

災害関連死が被害想定で初めて数値化された

ことは、その深刻さが他の直接死と同等に位置

付けられ、本格的対策の対象となったことを意

味する。2012年の南海トラフ巨大地震の被害想

定では、死者数は津波で最大23万人、建物倒壊

で最大６万８千人とされ、避難や耐震化の重要

性は広く共有された一方、災害関連死は定量化

されず、問題の重みは十分に認識されなかった。

令和６年能登半島地震で443人の関連死が確認

されている現状（2025年10月16日現在）が、そ

のことの証左である。 

災害関連死は、エネルギーや物流などの社会

基盤、医療・福祉などの社会サービスの脆弱性

と深く関わる。こうした社会構造的課題の多く

は、災害時に突然生じるものではなく、平時か

ら存在している。したがって、災害関連死対策

は災害時の被害軽減にとどまらず、平時の暮ら

しやすさや支援の行き届いた社会づくりにも直

結する。数値化は、こうした脆弱性を可視化し、

対策を具体化するための出発点である。重要な

のは、数値を被害の大きさとして受け止めるだ

けでなく、脆弱性の要因を見極め、その解消を

通じて災害にも強く、平時にも持続可能な社会

を実現することである。 

⑷　本稿の狙いと構成

本稿では、災害関連死の「数値化」によって

明らかになりつつある課題を、発災後の対応か

ら発災前の仕組みづくりまで、時間軸に沿って

整理する。第２章で現場の実態を、第３章で時

代の変化がもたらした社会構造の変容を、第４

章では“本気の災害対応”の成果と限界を、第

５章では発災前の“仕組みづくり”の方向性を

論じる。最終章では、災害関連死の「数値化」

が意味するものを、社会的課題の解決に向けた

新たな視座として位置づける。

２．現場で何が起きているのか    災害

関連死の実態

⑴　災害関連死が生まれる現場

被災地では、空調停止や衛生環境の悪化、医

療・介護サービスの途絶など、暮らしを支える

機能が突然失われる。この環境下で、高齢者や

持病のある人びとを中心に、避難生活中に心身

の健康状態が悪化し、命を落とす事例が繰り返

されてきた。

たとえば、熊本地震（2016年）では、熊本市

の災害関連死83件のうち56件（67％）で持病・

既往症が確認された（山﨑・奥村、2022）。特

に、循環器や呼吸器系の疾患の保有割合が高く、

生活環境の悪化に対応できなかった可能性があ

る（表２）。

一方、全体の約３割では持病・既往症が確認

されなかった。本人や家族が把握していなかっ

た可能性もあるが、避難生活の困難は健康リス

クの高い層だけの問題ではないことを示唆して

いる。災害関連死は特定の疾患をもつ人だけに

生じる特異な現象ではなく、誰にでも起こり得

るものである。 

⑵　電力依存と生活維持の困難

現代の暮らしは、冷暖房や医療・介護機器な

ど広範に電力に依存している。非常時の電力供

給が脆弱な高齢者施設や一般住宅では、停電が

在宅療養者に致命的影響を及ぼす場合がある。

令和６年能登半島地震では、最大停電戸数は

約４万６千戸と過去の大規模災害と比較して多

くはなかったが、奥能登を中心に停電が長期化

した。発災１週間後でも約１万８千戸が復旧せ

ず、２週間後でも約８千戸が未復旧であった。

図１の19事例では、低体温や体力低下、医療機

器の使用困難が、避難所・自宅・高齢者施設の

いずれでも命に関わるリスクとなったことが読

み取れる（上野ら、2025）。
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停電に伴う住環境の悪化や医療機器の停止は、

生活拠点の移動を余儀なくし、心身の疲弊を招

くこともある。電力途絶は単なる不便ではなく、

命を直撃する問題である。地域ごとの電力依存

度と支援体制の脆弱性を見極め、備える必要が

ある。

表２　災害関連死の死亡原因別の持病・既往症保有率（熊本地震における熊本市の事例）（山﨑・奥村，2022）

図１　停電により生じた生活困難（能登半島地震における19事例）（上野ら，2025）

赤枠（二重線枠）は生活拠点の移動を余儀なくされた事例

ID72,74_70代,80代
医療機器の不使用と暖房の停止
（酸素吸入器）

【80代女，80代男，90代女，90
代女，90代男】
停電により暖房が停止し，寒さの
中での生活を強いられる．

【80代女】
医療機器の使用不可に伴い体力低
下．（痰吸引器）

【90代男】
医療機器の使用不可に伴い度重な
る移動．（入院など）（酸素濃縮
器）

【70代男，80代男】
医療機器の不使用と暖房の停止．
（酸素吸入器）

【70代男】
停電により近隣住民が電源を求め
て集まり，自宅の太陽光発電を提
供する中で不特定多数との接触が
生じ，コロナ感染リスクが高まる．
（携帯充電対応など）

住環境
悪化

【80代男】
停電により暖房が使用できず，寒
さの中で避難所生活を強いられ，
コロナに感染．

【70代女，80代男，90代女】
停電により暖房・給水などが停止
し生活継続が困難となったことに
よる度重なる移動．（1.5次，2次
避難，入院など）

【 70代女，80代男， 80代男】
停電により暖房が使用できず，寒
さの中で避難所生活を強いられ，
心身に負荷．

【80代女】
停電により暖房が使用できず，寒
さの中で避難所生活を強いられ，
低体温症を発症．

避難所 自宅 高齢者施設 病院

【90代女】
停電により暖房・給水などが停止
し生活継続が困難となったことに
よる度重なる移動．（1.5次，2次
避難，入院など）

医療機器
の停止

密

寒さ
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⑶　長期化する災害関連死

災害関連死は発災直後に限らず、数週間から

数か月、ときに年単位で生じる。東日本大震災

では、岩手・宮城で６か月以内に収束傾向を示

した一方、福島では６か月以降も収束せず、7

〜36か月の件数は最初の６か月間の約２倍に達

した。帰還不能や生活基盤の回復遅れにより、

負担が長期化したと考えらえる。

南海トラフ巨大地震では、避難者数（避難所

のみ）が最大約650万人と想定され、東日本大

震災の10倍超である。生活環境悪化の長期化は

避けがたく、2025年３月の政府の被害想定で

も、最大５万２千人の見積もりに負担長期化要

因を考慮すると約13万６千人に達し得るとされ

た（中央防災会議・防災対策実行会議・南海

トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

（2025））。

⑷　実態把握の意義

これまで災害関連死は「数値化」が難しく、

対策の対象として十分に位置付けられてこな

かった。しかし近年、個別事例の分析や統計的

整理が進み、その実態が徐々に明らかになりつ

つある。災害関連死の事例を一つひとつ丁寧に

検証し、背後にある構造的要因を把握すること

こそ、有効な対策構築の出発点である。このよ

うな実証的な理解の積み重ねが、災害関連死を

減らす第一歩となる。

３．なぜ災害関連死は生じやすくなって

いるのか    社会構造の変化

⑴　介護保険制度導入以降の社会変化

2000年の介護保険制度導入以降、介護サービ

ス受給者は年々増加し、令和６年度には573万

人に達した。制度開始当初には149万年だった

ことを踏まえると、この25年間で約450万人の

増加となり、介護サービスによって日常生活を

支えられる高齢者が大幅に増加したことがわ

かる。

東日本大震災では、気仙沼市における災害関

連死認定109件のうち39.4％（43件）が介護サー

ビス受給者であり、居宅介護20件、施設介護23

件であった（八木・奥村，2025）。介護サービス

を受けていた被災者は、一般の避難所での生活

が困難で、被災前の施設や自宅にとどまらざる

を得ないケースもある。生活環境の変化に適応

しづらい高齢者も多く、介護サービスの途絶に

とどまらず、平常時に近い生活環境をどう維持

するかが社会全体の課題となっている。 

⑵　高齢化と医療依存社会

近年、医療・福祉サービスは入院患者だけで

なく、施設生活者や在宅者の生活にも深く組み

込まれている。こうした人びとは、停電や医療

機関の機能停止、転院困難といった事態で生命

の危機にさらされる可能性がある。政府想定で

は、南海トラフ巨大地震時における避難所の難

病患者は最大約５万３千人、在宅人工呼吸器使

用者のうち停電遭遇者が最大約７千人と見込ま

れる。

令和６年能登半島地震でも、災害関連死認定

例の中に停電で医療機器が使用できず困難に直

面した事例が確認された。高齢者施設で痰吸引

器や酸素濃縮器、自宅療養で酸素吸入器が使用

できなかった例である（図１）。因果関係は断

定できないが、医療継続性の脆弱さを示す。医

療依存度が高まる現代において、災害時の医療

継続性をどう確保するかは極めて重要である。

⑶　新たな感染症リスク COVID-19

感染症の流行も時代とともに変化するリスク

である。1995年の阪神・淡路大震災では見られ

なかった COVID-19のような感染症は、災害時

の重層的な脅威として顕在化した。令和６年能

登半島地震では、自宅や避難所でのコロナ感染
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の事実が確認されている（図１）。こうした複

合的なリスクは、とくに既往症や基礎疾患を抱

える被災者にとって命に関わる問題となり得る。

⑷　災害関連死が映し出す社会の脆弱性

災害関連死は一部の弱者だけに生じる例外的

な現象ではない。現代社会では、誰もが医療・

介護・支援ネットワークに何らかのかたちで依

存して生活しており、それが断たれれば命の危

険が広がる。関連死は社会構造の脆弱性を映し

出す。

４．発災後の“本気の災害対応” 

⑴　関連死数をリアルタイムで把握する困難さ

阪神・淡路大震災を契機に災害関連死の存在

が社会に認知され、犠牲を防ぐ取り組みが進め

られてきた。命が失われた場合には、遺族に対

して災害弔慰金制度に基づく公的弔意が示され

る。この制度によって「災害関連死を防ぐ」と

いう目標が明確化され、災害対応や事前防災の

中に関連死対策が位置付けられるようになった

意義は大きい。

しかし、避難者が10万人を超えるような大規

模災害では、災害関連死の犠牲は繰り返されて

きた。発災直後の現場で関連死の全容をリアル

タイムで把握し、対応に活かすことは依然とし

て難しい。

⑵　正式な関連死数の公表には時間を要する

正式な災害関連死の死者数は、市町村による

認定を経てから公表される。認定には死亡経緯

の審査が必要で、発災から数か月を要するのが

通例である。令和６年能登半島地震でも、最初

の関連死公表まで約半年を要した。

この間、災害関連死の情報は「関連死の疑

い」として公表されるにとどまり、行政内部で

の共有も限定的である。市町村は、疑い段階に

ある事例については、個人が特定されることの

ないよう、情報の取扱いに十分な配慮が求めら

れる。審査が始まる前の段階で、各市町村に集

まる不確かな情報を災害対応に生かすことが難

しい理由はそこにある。実際、石川県が発災２

週間後から５ヶ月後までに公表した関連死（疑

い）の人数は15名のままであり、実態との乖離

は大きかった。 県レベルや国レベルで早期に

全体像を推測できる体制を整えなければなら

ない。

⑶　最大避難者数を用いた関連死数の推計

発災から数日以内に把握できる「最大避難者

数」は、関連死の発生規模を早期に推計する手

がかりとなる。過去の災害では避難者数と災害

関連死数に一定の関係が確認されている。たと

えば避難者が10万人規模で関連死約50人、20万

人規模で約200人といった傾向が見られた（表

１）。この経験則は、発災初期における対応方

針を定める上で重要な材料となる。 

⑷　超過死亡数を用いた関連死数の推計

死亡届出数の平時比から「超過死亡」を推定

する方法もある。超過死亡数は直接死と関連死

の双方を含むため、直接死数を差し引くことで

関連死の概数を近似できる。ただし、死亡届の

集計には時間がかかり、発災から少なくとも３

か月を経ないと適用は難しい。したがって、公

的認定を待たずに概数を把握する手掛かりには

なるが、リアルタイムの災害対応に活かして関

連死を減らすには不向きである。

一方、政府が想定する南海トラフ巨大地震の

ように避難者が数百万人規模に及ぶ場合は、半

年以上にわたり関連死が発生し続ける可能性が

ある。中長期の対応方針を策定し、さらなる関

連死を防ぐために、有効な指標となり得る。
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津波で海水
を飲む

水不足
生活用水・飲水

口腔ケア
不足

劣悪な
トイレ環境

口腔内
細菌増加

誤えん性
肺炎

排泄回数
減少

水分摂取を
控える

薬不足

車中泊

劣悪な避難所生活
• 雑魚寝
• 密な共同生活
• 定員超過

ストレス

睡眠不足

電気・ガス
の停止

医療機関の機能
停止・低下

治療困難
服薬不可を含む

血栓が
できる

うつ

高血圧

エコノミークラス
症候群

自殺

呼吸器疾患

感染症
(敗血症など）

循環器疾患

物資輸送の
停止

栄養摂取不足
偏り

食糧不足

交感神経の
異常

脱水症状

血液が固ま
りやすい

介護サービスの
停止・低下

非専門家に
よる介護

粉じん

寒さ

自宅が被災

熱中症

偏った食事

衛生環境
悪化

えん下能力
低下

おう吐
下痢

身体活動性
低下

低体温症
津波で
濡れる

意欲低下

便秘

着替えや
毛布がない

空調・暖房器具
使用不可

揺れ・津波
への恐怖

（出典）関西大学 奥村研究室

食欲低下

治療・介護用
食品の不足

循環器系疾患
（突然死）

医療機器の
使用不可

窒息

腎尿路生殖
器系の疾患

医療機器
痰吸引器，透析治療の機器
酸素濃縮器，酸素吸入器

生活拠点の
度重なる移動
親戚宅などに２次避難，転院

治療困難
透析回数の減少

津波に
飲まれる

肺炎

負傷する
（骨折など）

入院

暑さ

震災による
ショック

不整脈

水道
の停止

津波避難による
激しい運動

倒壊家屋や転倒
家具の下敷き

長時間
同じ体勢

生活拠点の
度重なる移動
／長時間移動

気道閉塞・
誤嚥

感染症
・コロナ感染
・インフル感染
・ノロ感染

調理不可

体力
免疫力低下

既往症の
悪化せき

転倒

移動中に
濡れる

生活していた
福祉施設が被災

⑸　経験則の限界が露呈した能登半島地震

過去にない条件が重なると、「避難者数から

関連死数を推計する」経験則の限界が露呈する。

令和６年能登半島地震はその典型であり、最大

避難者数に基づく推計を大幅に上回る関連死が

発生した。筆者は発災10日後の時点で100人超

の可能性を報道機関等に示していたが、最終的

に400人を超える結果になることは予測できな

かった。

建物被害率や高齢化率の高さ、道路寸断によ

るアクセス悪化、災害対応従事者の宿泊拠点不

足、長期停電・断水など、過去の同規模の災害

にはなかった複合的な要因が背景にあったと考

えられる。ただし、これらの要因がどのように

連鎖し、関連死多発につながったのかは今後の

分析が必要である。 

⑹　不確かな情報を読み解く力の重要性

関連死の全容をリアルタイムで予測し被害軽

減につなげるには、報道や最大避難者数、死亡

届出数など不確かで断片的な情報を的確に読み

解く力が求められる。これらの情報はいずれも

不完全であるが、相互補完的に判断することで、

被害の兆候を早期に察知できる。“本気の災害

対応”とは、こうした不確実情報を読み解く力

を備えることであり、今後の制度設計や人材育

成の中で重視されるべき挑戦領域である。

図２　災害関連死発生プロセスのフロー図
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５．発災前の“仕組みづくり”   災害

関連死が発生しない社会へ

⑴　関連死を防ぐためには“本気の事前防災”が

不可欠

関連死数をリアルタイムで予測し、発災後の

対応によって減らすことは、現状ではなお困難

である。特に発災直後の全容把握には多くの制

約があり、それが“本気の災害対応”を難しく

している。だからこそ、関連死を防ぐためには、

災害が起こる前から命を守る「仕組み」を整え

る“本気の事前防災”が不可欠である。 

⑵　多様な主体が関わる仕組み

災害関連死は、医療や福祉だけの問題ではな

い。どの分野でも、被災者を関連死から守る役

割を担うことができる。令和６年能登半島地震

では、外食展開型飲食チェーンが約５万食の温

かい食事を提供し、地元飲食店もボランティア

活動が本格化するよりも早く炊き出しを始めた。

企業・地域・住民など、多様な主体が「自分た

ちにできることがある」と実感できる仕組みづ

くりが、災害関連死を防ぐ社会づくりの鍵とな

る。

⑶　関連死発生プロセスの見える化

災害関連死の発生状況は災害ごとに異なる。

同じ死亡原因でも、健康状態や生活環境、支援

の有無によって死亡に至るプロセスは大きく異

なる。特定の事例対応だけでは災害関連死全体

の減少にはつながらない。

だからこそ、個別の知見を広く共有し、多様

な立場の組織や個人が自らの役割を見出せる環

境を整えることが重要である。図２に示す筆者

作成のフロー図は、組織や個人に全体像の理解

を促すことを目的としたものではなく、「自分

にできること」を考えるきっかけとして位置付

けている。

⑷　“想定の外”を見据える想像力

“過去に起きていないこと”は想定に盛り込

まれていない。ゼロに何を掛けてもゼロである。

想定されなかった死は、想定値として数に現れ

ていないが、現実の災害では起こり得る。たと

えば、エレベーター内の閉じ込めや集落孤立な

どで命の危機はないのか。いまある数字を鵜呑

みにせず、その先を想像し、備えを重ねる姿勢

こそ、これからの私たちに求められているもの

である。

６．おわりに    災害関連死対策を通じ

た社会の変革

⑴　防災を超えて社会の挑戦領域へ

災害関連死の問題は、防災分野にとどまらず、

社会のあり方そのものを問い直すものである。

私たちは、この問題を「防災価値の創出」とい

う限定的な視点だけで捉えてはならない。健康

寿命の延伸、外国人観光客の受け入れ、都市と

地方の関係再構築、人口減少社会における社会

インフラの再構築     いずれも、誰もが安心し

て生きられる社会を築くための挑戦領域であり、

それらと防災を切り離して考えることはできな

い。防災に強いだけでなく、住みたくなる社会

をつくる視点が求められている。

⑵　日常に根ざした多様な実践

そのような社会の実現に向けて、全国各地で

多様な実践が始まっている。「のと鉄道」は令

和６年能登半島地震の後、「震災語り部列車」

を運行し、社員が自らの被災体験を語りながら

乗客に地域の姿を伝えている。この列車をきっ

かけに防災や地域に関心を持つ人々が訪れ、観

光を通じて地域が少しずつ活気を取り戻してい

る。社員の「列車を動かすこと自体が地域の安

心を支える」という言葉が印象的である。防災

が地域の誇りや希望と結びつき、新たな価値を
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生み出す好例といえる。

能登町の山あいにある「春蘭の里」は、廃校

を活用した宿泊施設である。人口減少のなかで

も地域の活気を保ちたいとの思いから、都市部

の修学旅行生などを受け入れている。この取組

は地域に雇用を生み出し、年間十数校を受け入

れるまでに成長している。農家の方々の話を通

して子どもたちは防災や循環型の暮らし（最先

端技術と伝統的な暮らしの融合）を学び、震災

時にはこの施設が自主避難所として地域を支え

た。防災のためだけの孤立集落対策ではなく、

日常から多様な価値をもたらす取組であること

が「春蘭の里」の特色である。 

和歌山県すさみ町では、国土交通省の3D 都

市モデル「PLATEAU」とドローンを活用し、

物流システムの構築を目指している。この取組

は、平時の物流を支えるだけでなく、津波避難

や災害時の物資輸送にも活用できる。単に防災

対策にとどまらず、変化する社会における新し

い社会インフラの形を模索する挑戦である。 

⑶　「数値で捉える時代」から次の時代へ

近年、災害関連死が数値として可視化される

ようになり、これまで「見えにくかった犠牲」

を社会全体で共有できるようになった。この変

化は、災害関連死をなくす取組をこれまで以上

に強く進めていく上で、大きな追い風となって

いる。

災害関連死を減らす社会とは、日常の社会構

造や仕組みのあり方を丁寧に見つめ直し、理想

の未来に向かって、人や組織、そして地域が自

ら変化していける社会である。防災を「守るた

めの行動」から「価値を生み出す行動」へと転

換していくこと     そこに、次の時代の防災の

姿がある。
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はじめに

消防職員及び救急救命士、防災担当職員、消防

に関係する職種は、災害発生のその瞬間、まさし

く混沌とし危険な最前線の現場で対応する。倒壊

家屋の中から要救助者を救い出し、瓦礫の下で生

命の危機に瀕する傷病者に処置を施す。その職務

は、強靭な精神力と高度な技術を要求される。し

かし、その職員もまた人間である。凄惨な現場、

助けを求める悲痛な声、困難な事例の現実は、心

に深く刻まれ、見えざる心の傷として残り続ける

事がある。

能登半島地震では、過去の災害と同様に、多く

の被災者が心の問題で苦しみ、それを支援してい

る支援者も辛い気持ちを持つことがあった。

本稿は、災害という極限状況において、被災者

に生じる精神的な症状を理解し、現場、そして現

場を離れて、実践すべき「心の応急手当」を学ぶ

とともに、最も重要な課題である職員のメンタル

ヘルスを守るための方策について示す。

A　はじめに：被災者のこころを理解する

１．災害直後の精神的反応

災害において、被災者は、急性期には心身とも

に極度の状態にある。恐怖、不安、緊張、絶望、

中には強い混乱状態にある人も存在する。これは

「異常な状況に対する正常な反応」である。どん

な人でも精神的な影響が出ることは普通の事であ

る。現場で遭遇する代表的な反応は以下の通りで

ある。

● 茫然自失・感情の麻痺： 目の前の出来事が

現実として受け止められず、表情が乏しくな

り、ぼんやりとしている状態。指示への反応

が鈍くなることがある。

● 過覚醒・パニック： 強い恐怖心から些細な

物音や揺れに過剰に反応し、叫び声を上げた

り、落ち着きなく動き回ったりする。

● 解離症状： 現実感がなくなり、「まるで他人

事のようだ」「夢の中にいるようだ」といっ

た感覚に陥る。現場での記憶が一部欠落する

こともある。

● 身体的反応： 動悸、過呼吸、震え、吐き気、

頭痛など、強いストレスが言葉に出せない事

で身体の症状として現れる事がある。

□災害時における心のケアと支援
（災害時の惨事ストレスと心のケア：消防職員・救急救命士、防災担当職員等に必要な知識）

筑波大学　医学医療系　災害・地域精神医学

茨城県立こころの医療センター

筑波メディカルセンター病院

准教授　高　橋　　　晶

特　集 令和６年能登半島地震（その６）
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これらの急性ストレス反応（ASR）は、多くの

場合、安全が確保されるにつれて数日で落ち着い

ていく。支援者の役割としては、冷静かつ共感的

な態度で接し、被災者がこれ以上パニックに陥ら

ないよう、安全な場所へ導き、心理的な安心感を

与えることである。

２．中長期的に現れる精神的症状

救助活動が一段落し、避難生活が始まると、よ

り多様な精神的問題が顕在化してくる。これらの

知識は、巡回活動や地域住民との対話の中で、支

援の必要な人を早期に発見するために必要である。

● 心的外傷後ストレス症（PTSD）： 災害の記憶

がフラッシュバックとして蘇る、悪夢を繰り

返し見る、災害を連想させるものを極端に避

ける、常に神経が張り詰めている、といった

症状が１ヶ月以上続く状態。

● うつ病・不安症： 将来への絶望感、何をし

ても楽しめない、常に不安で落ち着かないと

いった状態が続く。不眠を伴うことが多い。

● 複雑性悲嘆： 家族や仲間を失った悲しみが

時間とともに癒えることなく、むしろ日常生

活を営めないほどに深刻になっていく状態。

● アルコール関連問題： 辛い現実から逃れる

ために、また不眠のために、自己治療的に飲

酒量が増え、依存に至るケース。

特に留意すべきは災害関連死である。避難生活

のストレスや既存の医療へアクセスできないこと

による、治療の継続が困難になり、既往疾患の悪

化が原因となる。その根底には精神的ストレスが

大きく影響している。必要に応じて、現場での話

しかけやコミュニケーションから、被災者の反応

は重要な判断材料となることがある。

B　能登半島地震の事例から学ぶ

2024年１月の能登半島地震では、激しい揺れと

津波に加え、道路の寸断による孤立、長期化する

避難生活が、被災者の精神的負担を増大させた。

その後の同年９月の豪雨災害も弱り切ったこころ

に追い打ちをかけた。

現場対応の中で、助けを求める声が聞こえるの

に、どうにもできない無力感に苛まれたことや、

明らかに精神的に不安定な住民に、どう声をかけ

ていいか分からなかったという報告もあった。

被災者からは、以下のような症状があった。

● 繰り返す余震への恐怖： 「また大きな揺れが

来るのではないか」という不安から、不眠や

過覚醒状態が続く。緊急地震速報の音に強い

動悸を覚えるという声も多い。

● 喪失感と罪悪感： 家族、家、仕事、そして

地域コミュニティという人生における重要な

人、物を失った深い喪失感がある。「自分だ

けが生き残ってしまった」という生存者の罪

悪感（サバイバーズ・ギルト）も存在する。

● 生活環境のストレス： プライバシーのない

避難所での集団生活は、些細なことであって

も人間関係の軋轢を生みやすく、心身を疲弊

させる。

現場で目にするのは、物理的な被害だけではな

い。その瓦礫の下には、一人ひとりの生活史と、

未来への希望が埋まっている。その事実を心に留

めて活動することが求められる。

 

C　被災者支援の実践

消防職員は精神医療の専門家ではない。しかし、

被災者が最初に接する「公助」の担い手として、

その後の心の回復を左右する重要な役割を担って

いる。その基本技術が Psychological First Aid（心

理的応急手当：PFA）である。これは特別な資格

を必要とせず、誰でも実践できる支援法である。

PFA の基本：「見る・聞く・つなぐ」

１．見る（Look）：安全の確保とニーズの把握

○ まずは周囲の安全を確認し、二次災害の危険
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がないかを評価する。

○ 明らかに重篤な精神状態（興奮、昏迷など）

にある人や、子ども、高齢者など、特に配慮

が必要な人を特定する。

○ 「水はありますか」「ご家族と連絡は取れまし

たか」など、具体的な言葉で緊急のニーズを

把握する。

２．聞く（Listen）：傾聴と受容

○ 「大変でしたね」「怖かったですね」と、相手

の気持ちに寄り添う言葉をかける。無理に話

させる必要はない。沈黙もまた、重要なコ

ミュニケーションである。

○ 相手の話を遮ったり、評価したり、安易に

励ましたりしない。「頑張れ」という言葉が、

時として相手を追い詰めることを知るべきだ。

○ 我々の役割はカウンセリングではなく、混乱

した被災者が少しでも落ち着きを取り戻すた

めの「聞き役」に徹することである。

３．つなぐ（Link）：情報提供と連携

○ 避難所の場所、給水の情報など、正確で最新

の情報を提供する。不確かな情報は伝えない。

○ 家族との連絡手段の確保を手伝う。

○ 精神的なケアが明らかに必要だと判断した場

合は、DPAT（災害派遣精神医療チーム）や

保健師といった専門家へ「つなぐ」ことが

我々の重要な責務となる。活動記録に「精神

的に不安定」と書き残すだけでも、その後の

支援の質は大きく変わる可能性がある。

 

D　支援者支援：職員自身のメンタルヘ

ルスを守ること

災害現場の過酷さは、支援者の心身を確実に蝕

む。市民を支援している消防職員、救急救命士等

の支援者が倒れてしまっては、救える命も救えな

くなる。自らの心を守ることは、被災者への責任

を果たすための大前提であり、重要な任務である。

１．惨事ストレス（CIS）を理解する

惨事ストレスとは、悲惨な出来事を経験するこ

とによって生じる、心身の正常なストレス反応で

ある。以下のようなサインは、決して「弱い」か

らではなく、過酷な任務に従事した結果として誰

にでも起こり得る。

● 身体的サイン： 疲労感、不眠、頭痛、胃腸

の不調、動悸

● 認知的サイン： 集中力・判断力の低下、記

憶障害、現場の光景が頭から離れない（フ

ラッシュバック）

● 感情的サイン： 不安、怒り、イライラ、罪

悪感、無力感、抑うつ、感情の麻痺

● 行動的サイン： 飲酒量、たばこ消費の増加、

家族への八つ当たり、引きこもり、遅刻回数

の増加

これらのサインを自覚し、仲間内で「最近、眠

れているか？」「大丈夫か？」と声をかけ合う文

化が、組織のレジリエンス（回復力）を高める。

２． 現場で実践するセルフケア

● 意識的な休息： 活動の合間に、数分でも良

いので深呼吸をする、水分を補給するなど、

意識的に緊張を解く時間を作る。

● 現実的な目標設定： 大規模災害では「全て

を救う」ことは不可能な事がある。任務は、

与えられた状況と資機材の中で「最善を尽く

す」ことであると認識する。

● 五感のコントロール： 現場の凄惨な光景や

臭いは、記憶に強く残存し、その時の辛い感

情も同時に記憶する。自分がどういう状態に

あるかを理解し、コントロール出来るように

する。組織が個人を守ることも重要である。

３．惨事ストレス対策と組織としての支援

個人の努力だけでは限界がある。組織として、
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職員を守るための体制構築が不可欠である。

以前は、デブリーフィング（Critical Incident 

Stress Debriefing: CISD） や デ フ ュ ー ジ ン グ

（defusing） は、かつて強く推奨された一方で、エ

ビデンスの面からは再評価が進んでいる。組織と

して支援者を支える多層防御型の仕組みに重点が

移っている傾向がある。

1990年代後半〜2000年代初頭、災害・惨事スト

レス対応の標準手法として導入されたが、早期の

感情表出を強制すると PTSD が悪化する可能性が

報告された1）。

その後、心理的応急手当（Psychological First 

Aid: PFA） の方が有用かつ安全であると WHO や

国際赤十字、米国 NCTSN (National Child Traumatic 

Stress Network）が指針化している。

消防や救急隊の世界でも、形式的な「語り合わ

せの場」ではなく、組織文化・ピアサポート・継

続的モニタリングに重点が移行している。

 「組織として心を守る」枠組みと挑戦

消防・救急救命士が使える実証的かつ現実的な

方法は、次のような構造で構築していくことが必

要になってくると考える。

１．一次的対応：平時からのレジリエンスを大事

にする文化を作る

● レジリエンスとは、「回復力」や「弾力性」

を意味し、困難な状況に直面した際に、それ

を乗り越えて元の状態や適応した状態に立ち

直る力のことである。

● 基本的には心身共に強靱であることが求めら

れる組織風土・文化であるが、上司・同僚間

で、自分・組織の心理的安全性、支援の継続

性のために「休息を取る」「辛い気持ちを吐

露できることを許容する」組織が個人を支え

る文化を育てる。

● 現場でのセルフケア教育（質の良い睡眠確保、

ストレス管理、良質な家族のサポート・関係

性の維持等）をキャリア初期から研修に組み

込む。

● 定期的なピアサポート訓練（例：Peer Supporter 

Training; Mitchell 2006, Everly 2012）を行い2）、

同僚が初期のサインに対応できる体制を作る。

２．二次予防：心理的応急手当（PFA）

● 災害後数日以内に実施されるのは感情の整理

ではなく、安心・安全・安定の回復である。

● WHO・米 NCTSN が提示する PFA の「見て

（Look）- 聞いて（Listen）- つなぐ（Link）」

モデルを消防の文化に合わせて教育・啓発す

る。

３．三次予防：ピアサポート＋専門家によるフォ

ローアップ

● 活動後１〜２週間の定期的な同僚同士の相互

支援が重要である。同僚同士が定期的に心理

的・情動的な状態を確認し合う簡易的な相互

支援の仕組みを作る。

● 重大事案の直後から数日以内に、ざっくばら

んに短時間で「どうしてる？」と確認し合う。

● 感情の共有やストレス反応の早期発見を促す。

● 強制しない・評価しない・聴くに徹すること

が原則で対応する。短時間で睡眠・食欲・再

体験などの変化を確認しあう。

● PTSD・うつ傾向などが疑われる場合は、産

業保健・精神科専門職への早期対応をお願い

する。事前に依頼ルートを作成しておく。

● 匿名相談窓口・EAP 制度を整備し、利用を推

奨する。EAP（Employee Assistance Program）

制度とは、従業員のメンタルヘルスや職業生

活上の問題に対して、専門的支援を提供する

企業内支援制度である。従業員支援プログラ

ムである。日本では2000年代以降、ストレス

チェック制度や職場メンタルヘルス義務化を

背景に普及してきた。 EAP の目的は「職員

－17－



消防防災の科学

が問題を深刻化させる前に、早期に相談・支

援を受けられる仕組み」である。

４，組織的支援体制の整備

● お互いが助け合うピアサポートに加え、専門

職に相談出来る、場合によっては支援チーム

を作成しておく。

● 大規模災害後には、個人面接・健康調査

（K6,IES-R 等）などを行い、結果をフィー

ドバック出来る体制を作成する。

● 支援者支援に対して管理職を含め、「職員の

心の安全を守ること、心理的安全性の担保が

重要である」という認識を全職員に浸透させ

ることなどがある。

必要な姿勢と挑戦

「語らせて癒やす」事も重要であるが、「支え

合って回復力を育てる」組織文化の育成は重要な

点であるかもしれない。

組織が個人を守る事は、個々の感情処理だけで

はなく、心理的安全性・ピアサポート・相談のし

やすさと相談のアクセスの良さ・早期介入を担保

することである。

「タフでなければならない」という事は消防の

みならず、警察、その他多くの支援職において重

要な価値観である。もちろんそれは尊重すべきで

あるが、それは決して「弱音を吐いてはならな

い」という意味ではない。大災害や緊急事態にお

いては、どんな支援者も心が折れてしまう可能性

はある。それは心が弱いことではなく、自然な事

である。凄惨な状況では、自らの心の脆弱性を冷

静にモニターし、認め、仲間と支え合うことこそ

が、真の強さであると考える。

勇敢な支援者は、今後も国民の生命と財産を守

るという崇高な任務を全うし続けるために、以下

の点が重要と考える。

1. 惨事ストレス教育の必修化： 採用時の初任

科教育から、幹部研修に至るまで、全ての階

層で惨事ストレスに関する体系的な教育を必

修化、徹底する。PFA の実践的訓練もこれ

に含めるとよいであろう。

2. ピアサポート体制の全国的な制度化： 各消

防本部でもメンタルヘルスに対する人的資源

には差がある。各団体の努力に任せるだけで

はなく、地域レベルでピアサポーターの養成

など人的ネットワーク構築は有用かもしれな

い。

3. 活動後のメンタルヘルスチェック： 大規模

災害や特に悲惨な現場に出動した職員に対し、

活動後に専門家によるメンタルヘルスチェッ

クを行い、産業メンタルヘルスの観点から早

期介入し、職員を守る。

4. 平時から精神保健医療等の専門家との連携体

制を築く：災害時や緊急時にメンタルヘルス

対応モデルを緊急で作成することは困難であ

るので、平時からの体制整備が望まれる。

おわりに

災害現場は、肉体だけでなく、心がすり減る場

所である。職員は、被災者の痛みを感じ取り、寄

り添う心を持つと同時に、その痛みに飲み込まれ

ないための「心の防火壁」を築きたいところであ

る。

職員は優秀なアスリートのようなものである。

自らの心を守り、仲間の変調に気づき、組織全体

で支え合う。その体制が確立されて初めて、職員

は最高のパフォーマンスで能力を最大限に発揮し、

職務を全うすることができる可能性がある。本稿

が、現場で奮闘する全ての消防職員への一助とな

ることを切に願う。
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令和６年１月１日に発災した能登半島地震の被

災地では熊本地震後の避難所と変わらない状況で

あった。そこで能登半島地震後のエコノミークラ

ス症候群発生状況となぜこうなってしまうのか考

え、今後の対策を再度確認したい。なおエコノ

ミークラス症候群とは下肢の深部静脈血栓症と肺

塞栓症の両方を合わせた疾患のことで、正確には

静脈血栓塞栓症のことである。

能登半島地震被害の特徴：能登半島地震では支

援物資不足が顕著であった。その原因は半島なの

で道路が少ないため、幹線道路が通行不可になる

と他に輸送手段が無くなり、金沢方面からの輸送

が滞ってしまったことにある。また半島内に災害

備蓄が無かったこともある。さらにボランティア

の自粛を発災後早期に呼びかけて活動制限を行っ

たことが物資不足をさらに悪化させたと思われた。

エコノミークラス症候群予防活動：当初、被災

地で車中泊が増えているという情報があったこと

から、新潟県中越地震、熊本地震などの経験から、

静脈血栓塞栓症いわゆるエコノミークラス症候群

が増加することが懸念された。これは車中泊など

で足の静脈に血栓ができ、それが肺や脳などに飛

散して肺塞栓症や脳梗塞になる疾患である。また

マスコミから報道される情報で避難所が困窮して

いることが判明しつつあった。東日本大震災の避

難所では困窮した避難所ほど足の静脈血栓が多く

見つかっていた。そこで web の日本静脈学会の

緊急会議が１月３日に開催され対策が話し合われ

た。マスコミからエコノミークラス症候群予防の

チラシを送って報道をしてもらうこと（図１）、エ

コノミークラス症候群予防のための弾性ストッキ

ングを企業にお願いすること、日本静脈学会で備

蓄している弾性ストッキングを被災地に運ぶ方策

などが話し合われた。また現地での予防活動が必

要であるか被災地にある穴水総合病院医師なども

含めて会議することができ、車中泊がいそうだと

いうこと、被災地の病院が被災して機能不全に

なっていることなどがわかった。そこで熊本地震

の経験から早急に被災地でエコー検査を行って調

べる必要があるということになり、穴水総合病院

医師の協力を得て検査することになった。そして

被災地の状況を鑑みて１月８日に穴水総合病院に

行くことになった。

エコノミークラス症候群予防検診活動の実際：

１月８日朝に石川県庁の災害医療対策本部に行っ

て相談したところ JMAT として現地でエコノミー

クラス症候群予防活動が行えるようにしてもらえ

ることになった。そこでその手続きを済ませた後

で穴水総合病院へ向かった。車内には国立病院機

構新潟病院に静脈学会から委託備蓄してあった弾

性ストッキング300人分があった。また企業から

無償提供された新型コロナウィルスの検査キット

□能登半島地震災害におけるエコノミークラス症候群
への予防活動と避難生活改善策

新潟大学医歯学総合研究科先進血管病・塞栓症治療・予防講座

特任教授　榛　沢　和　彦

特　集 令和６年能登半島地震（その６）
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も積んでいた。これらを持って穴水総合病院に向

かった。１月８日は前日夜から雪が降り金沢市内

も雪が積もっており、穴水まで道路が心配であっ

たが通行止めは解除されているようだった。そし

て穴水に向かったが、驚いたことに能登半島に行

く幹線道路が空いていた。災害支援車両のチェッ

ク箇所で少し渋滞があったもののほとんどその後

はガラガラと言っても良い状況であった。また道

路は崩壊している場所も多かったがすでに迂回路

が作られていて乗用車で通行できるようになって

いたので、報道されていたよりも良い状況と思わ

れ、少なくとも道路事情が悪くて物資不足になる

ような状況とは思えなかった。これは何度も経験

しており、熊本地震の本震４日後の物資不足のと

きでも道路は通行でき私でも車で容易に益城町ま

で入れたが食料が不足していた。北海道胆振東部

地震でも札幌から厚真町まで道路は全く問題無

かったが店には食料品が無かった。すなわち現状

の災害対応では道路事情が良くても被災地の物資

不足は無くならないということである。穴水総

（図１）マスコミに送付したチラシ
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合病院に着いたのは午後２時頃で雪が降ってい

た。穴水総合病院は地震で隆起してしまい（図

２）、水道、下水、ガスが止まっていた。そのた

めトイレは使えず、仮設トイレになっていた。そ

こで持ってきたポータブルエコー装置の使い方を

説明してから穴水総合病院近くにある穴水市役所

の避難所に行って検査することにした。

穴水市役所の２階は市の災害対策本部になって

おり３階が避難所になっていた。全館暖房は壊れ

ているようで電気ストーブで暖をとっているよう

であった。避難所ではダンボールを敷いてその上

に毛布を敷いて寝ており、雑魚寝状態で簡易ベッ

ドは来ていなかった（図３）。

そこでポータブルエコー装置で足の深部静脈を

検査したところすぐにヒラメ筋静脈に血栓が見つ

かった。

穴水市役所避難所では41人に検査を行い２人に

下腿の深部静脈に血栓を認めた（4.9％）。この避

難所では血栓陽性率は高くなかったが、避難所環

境によって異なることがわかっていることから検

査が必要と判断し１月９日、10日と続けて検査を

行うことにした。その結果、９日は穴水高校避難

所９人中０人、ふれあい文化センター避難所28

人中４人（14.3％）、穴水中学校避難所28人中１人

（3.6％）、JA 穴水避難所22人中５人（22.7％）、さ

わやか交流館プルート避難所11人中２人（18.2％）

と避難所によってばらつきを認めたが、最大で

22.7％の陽性率を認めたことから避難所環境が厳

（図２）地震で隆起した穴水総合病院

（図３）穴水市役所の避難所
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しいことを示唆していた。１月14日から日本臨床

検査学会の協力で見つかった深部静脈血栓の危険

性を調べるための採血による D ダイマー検査を

行うことにした。D ダイマーは血栓が分解される

と発生するもので、新潟県中越地震から災害時の

血栓評価に使用され、血栓が大きいほど、血栓が

流れやすく肺塞栓症の危険性が高いほど値が大

きくなる。そのため我々は新潟県中越地震から

血中濃度が2.0μg/ml 以上では内服治療が必要と

している。能登半島地震では携帯型の検査装置

COBASh232（ロッシュ）を用いて採血し、その場

ですぐに測定した。１月14日の検査は輪島市門前

町で行った。門前西小学校では37人中２人（5.7％）

に下肢深部静脈血栓が見つかったが（以下血栓）、

そのうち一人は使用した携帯型 D ダイマー測定

装置は検査値上限が4.0μg/ml を超えて測定不可

で、もう一人は2.0μg/ml であった。

D ダイマー値が測定上限を超えているという

ことは病院受診して治療が必要ということを示

している。しかしその被災者は明日金沢市の1.5

次避難所に行く予定とのことで病院受診にはせ

ず、1.5次避難所の診療班に相談するように連絡

票を書いて渡し、弾性ストッキングのみ着用と

した。さらに諸岡公民館避難所では33人中４人

（12.1％）に血栓が見つかったが、血栓が見つかっ

（図４，図５）穴水市役所避難所で行ったエコー検査の様子と見つかったヒラメ筋静脈の血栓（矢印）

（図６）１月14日の避難所での D ダイマー測定装置、

4.0μg/ml を振り切っている

－23－



消防防災の科学

た一人は D ダイマー値が4.0μg/ml 上限を超えて

測定不能で、一人は D ダイマー値が3.55μg/ml で、

一人は採血できなかった。したがって１月14日は

70人中６人（8.6％）に血栓を認めたが血栓が見つ

かった中で D ダイマー値が2.0μg/ml を超えたの

は６人中４人（66.7％）であった。そこで比較のた

めに振り返って見ると、熊本地震では本震発災３

日、４日後の４月19日、20日の２日間で76人に検

査して８人（10.5％）に足の静脈血栓を認め D ダイ

マー値が4.0μg/ml の上限を超えて検査不可だっ

たのは１人（25％）であった。したがって熊本地震

と比較して避難所で見つかった血栓は能登半島地

震の方が血栓が大きい、または危険性の高い血栓

が多かったことを示していた。これは発災後の避

難所環境が能登半島地震の方が熊本地震より厳し

い、悪かったことを示していると考えられた。そ

して１月21日に再度輪島市門前で検査を行ったが、

その際に鹿児島から車内でほぼ全ての血液検査が

可能なメディカルカーを宝来メディックが準備し

てくれ我々の活動に伴走していただいた。メディ

カルカーでは D ダイマー値が15μg/ml まで測定

可能であった（図７）。

（図７）メディカルカーとその内部

（図８）大腿静脈血栓と D ダイマー値（上図）と見つかった肺塞栓症（下図）
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１月21日の門前中学校避難所では47人中４人

（8.5％）に血栓が見つかり D ダイマー値は4.3μg/

ml、4.0μg/ml、3.6μg/ml、測定無し（希望され

なかった）であった。門前東小学校避難所では

40人中2人（5.0％）に見つかり D ダイマー値は3.56

μg/ml、0.55μg/ml であった。そして門前公民館

では24人中5人（20.8％）に血栓が見つかり、D ダ

イマーあたいは4.7μg/ml、2.1μg/ml、1.35μg/ml、

15μg/ml 以上でメディカルカーでも測定不可で

あった。D ダイマー値が15μg/ml 以上で測定不可

の被災者は無症状であったが酸素飽和度が94.0％

と低く、下腿静脈から大腿静脈まで広範囲に血栓

を認めたことから肺塞栓症合併の可能性が高いと

判断し恵寿総合病院心臓血管外科まで搬送したと

ころ、造影 CT で肺塞栓症が認められた（図８）。

このように１月21日の検査では血栓陽性者の D

ダイマー高値が非常に多かった。そして避難所で

は１月21日になってもまだ段ボールベッドはほと

んど使われていなかった。

また炊き出しもほとんど無かった。以上が能登

半島地震発災３週間後までのエコノミークラス症

候群発症の様子である。なお我々は被災者に検査

結果を踏まえて毎回弾性ストッキングの着用指導

を行っていた。それは下腿のふくらはぎにあるヒ

ラメ筋静脈の直径が９mm 以上の場合、および下

（図９）肺塞栓症が見つかった１月21日輪島市門前町

の避難所の様子

（図10）災害後の深部静脈血栓症の診断と治療（中越メソッド）（新潟県中越地震深部静脈血栓症/肺塞栓症治療ガイ

ドラインより）
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肢静脈のどこかに血栓の存在が疑われた場合は弾

性ストッキング着用としたものである。これは新

潟県中越地震後に新潟県、新潟県医師会、新潟大

学で作成した新潟県中越地震深部静脈血栓症 / 肺

塞栓症治療ガイドラインで決めたもので、中越メ

ソッドと呼んでいる。

なぜ同じことが繰り返されるのか：能登半島地

震は熊本地震から８年、北海道胆振東部地震から

６年経過していたが、避難所の環境はこれらの震

災後より悪かったと考えられる。それは下肢の静

脈血栓の様子および D ダイマー値から推察され

る。なぜこうなったのか。それは機能としての備

蓄が日本に無いからである。イタリアの市民保護

局に勤めていたマリレーナ・エスポジート博士に

よれば、備蓄の無い災害支援は考えられないとい

う。そして備蓄は支援物資がどこにどれだけある

のかというリストではなく、支援物資を利用でき

る運搬方法も含めた機能として捉えるべきである

という。そして平時に災害に必要な支援物資がど

こにどれくらいあって、それを運搬する手段と地

形及び道路などから発災後からの輸送必要時間を

把握しておく必要があるという。日本ではこうし

た考えに基づいた備蓄がされていないから何度も

同じことが繰り返されるのだと考えられる。熊本

地震と北海道胆振東部地震は平野で発生し、能登

半島地震は半島で発生した。それだけでも運搬も

含めた備蓄であれば準備の方法が違ってくる。熊

本地震と北海道胆振東部地震からの教訓では半島

で発生した地震には対応できない。日本各地に平

均化した準備ではダメなのである。たとえば本州

から離れた北海道は島嶼性があり、四国も同じで

ある。また半島のある県では半島の先端付近に備

蓄倉庫と運搬用のトラックを準備しておかないと

災害時に半島の付け根で道路が寸断された場合で

は半島住民への支援物資は供給できない。さらに

能登半島地震ではボランティアの活動を制限して

しまったことが大きな誤りであった。道路が混み

合う、狭い現地で混乱するなどの懸念からそう

なったのであろう。しかしすでに災害支援は行政

機関だけでは到底できない状況にある。一方、欧

米諸国では災害支援においてボランティアは欠か

せない存在であり、特に被災者の生活支援、避難

所運営では中心的存在になっている。日本では災

害支援ボランティアは時間や経済的余裕がある人

が自主的に交通費も含めて無償提供で行うものと

考えられている。しかし欧米は違っている。イタ

リアでは災害支援ボランティアは自ら志願して行

うが無償ではなく、交通費・実費は後日支給され

る。そのかわり災害支援を希望する人はボラン

ティア団体に所属し、100時間の研修を受けて国

から認証を受けなければならない。100時間の研

修とは１日８時間受けても12日間かかるので２週

間の研修ということである。これだけの研修を受

けることで、本当にやる気がある人だけが残るこ

とになる。またイタリアでは自らの職業を被災地

で行う支援が盛んで、その場合は研修を受けて認

証を受けた人が市民保護局からの指示で被災地に

行くように指示があった場合では雇用者は妨げて

はいけないという法律があり、さらに７-14日を

上限に給料も支払われる。こうした仕組みがある

からこそ、自治体も災害支援ボランティアを信頼

し、発災直後から協働できるのである。このこと

から日本においてもボランティアに対して研修を

義務付け、国からの認証および身分保証、そして

発災直後から協働できるように国または地方自治

体がボランティアまたはボランティア団体に対し

て直接指示できるようなシステムを一刻も早く構

築すべきである。
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男女共同参画の視点による災害対応の具体的施

策が示されて10年以上が経過した。令和６年能登

半島地震では、施策はどこまで実践され、どんな

進歩があり課題が残ったのか。全国的な進捗の動

向も踏まえながら、避難所の体制を中心として男

女共同参画の視点による災害対応の現状と課題を

整理する。

施策の進展と偏り

東日本大震災以降、全国的な傾向として災害対

応に女性や多様な人々の視点を反映することには

一定の進展がみられている。しかし、この進展に

はいくつかの偏りがある。まず、女性への「配

慮」はある程度進んだが、女性の「参画」の進捗

は遅い。配慮の対象はもっぱら女性であり、男性

やセクシュアルマイノリティーのニーズが注目さ

れることは少ない。そして、計画文章や指針類に

対策が記載されるようにはなったが、災害時にス

ムーズに実践されるまでには定着していない。加

えて、大規模な自治体では施策の導入が早いが小

規模な自治体では遅いため、自治体のリソースに

よって施策の導入に格差が生じている。

災害対応における男女共同参画の視点の基本的

な考え方は、性別や立場の違いを踏まえた対応を

行うと同時に、災害対応の政策・方針決定過程と

現場で女性や多様な立場の人々も主体的な担い手

となっていくことである。性別や立場に応じた配

慮は、質の高い災害対応のために欠かせないもの

であるが、男女双方そして多様な立場の人々が参

画するからこそ的を射た配慮が担保される。そ

のため、防災基本計画や男女共同参画計画では、

「男女のニーズの違いに配慮すると共に、女性の

参画を促進する」というように、配慮と参画の両

方が記載されている。「男女共同参画の視点によ

る防災・復興ガイドライン」（2013年、2020年改

訂）や「女性が力を発揮するこれからの地域防災

～ノウハウ・活動事例集」（2022年）など、内閣

府男女共同参画局が作成した指針類においても、

平常時の備えから始まって、避難所運営、物資、

復興・防災まちづくりなどの場面で、配慮と参画

の両方を促進する具体策が提示されている。

男女共同参画の視点による災害対応の導入状況

について、全国レベルの変化を「2008年全国知事

会調査」及び「2017年度女性・地域住民から見た

防災・災害リスク削減策に関する調査」1 と、内閣

府男女共同参画局の「ガイドラインに基づく地方

公共団体の取組状況調査（2024年）」2 の結果を比

較しながら見てみよう。避難所の設備や備蓄では

大きな改善が見られている。2008年と2024年の状

況を比較すると、妊産婦・乳幼児を持つ女性への

支援を行う（例：授乳室や更衣室を設けるなど）

と定めている市区町村は、８％から77％へと飛躍

的に増えた（図１）。生理用品、乳幼児用オムツ、

□男女共同参画の視点による災害対応の現状と課題
～令和６年能登半島地震を踏まえて

静岡大学グローバル共創科学部・教授

　池　田　恵　子

特　集 令和６年能登半島地震（その６）
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サイズを考慮した高齢者用オムツを常時備蓄して

いる市町村も、それぞれ15％前後だったものが

70％前後へ増え、隔世の感がある。これら顕著な

進展が見られたのは、性別や立場によるニーズの

違いに配慮する施策に該当するものである。

では、女性が意思決定の場に参画するための施

策はどうか。まず、地方防災会議の女性委員比率

は2008年に都道府県で平均３％に過ぎなかった

のが20204年には22％に増加した。市区町村でも

３％から12％へと増加したが、ここ数年は横ばい

である。女性が一人もいない防災会議は、都道府

県ではゼロに、市区町村でも62％から16％へと減

少したことは大きな前進である。一方、行政の危

機管理担当部署への女性職員の配置がなかなか進

まない。女性比率は、都道府県では2008年の約

７％から2024年に12％へ、市区町村では６％か

ら13％へと増えはしたものの（図２）、改善のス

ピードは遅く、約６割の市区町村で女性の職員が

図１　避難所運営に関する指針に記載がある市区町村の割合（複数回答、％）

出展：男女共同参画局 2025a；大沢編 2019　より作成

図２　市区町村の防災会議の女性委員、および防災・危機管理部局の女性職員の割合（％）

出展：男女共同参画局 2025a；大沢編 2019　より作成
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ゼロである。

自主防災組織を中心とした地域コミュニティの

取り組みの進捗はさらに遅い。2017年の調査では、

役員に女性がいない自主防災組織は、回答した

市区町村の42％を占め（40％の自治体は未回答）、

自主防災組織の役員に女性を増やす施策がある市

区町村は100（約９％）に過ぎなかった。2024年

調査では、役員に女性を増やす施策を実施してい

る市区町村は32％へ増えていることから、今後の

進展に期待したい。

発災時、施策が実践されてきたか？

では、実際に発災した際に施策は実行に移され

てきたのだろうか。先述の内閣府男女共同参画局

による取組状況調査（2024年）によると、令和６

年中に534の市区町村で災害対策本部が設置され

かつ避難所が開設された。このうち、災害対策本

部の構成員に男女共同参画の担当者（担当部局の

長、又は男女共同参画センター長もしくは職員）

を配置したのは26％に過ぎず、47％では男女共同

参画の担当者も他部署職員を含めた女性職員の参

画もなかった。

開設された避難所で男女別の施設・設備（更衣

室など）の設置を依頼した市区町村は、災害対策

本部の構成員に男女共同参画担当者がいた場合で

も18％であり、担当者も女性職員もいない場合は

10％だった。避難所の運営体制に女性が参画する

よう配慮した市区町村は、男女共同参画担当者が

いた場合で26％、担当者も女性職員もいない場合

は13％に過ぎなかった（図３）。つまり、地域防

災計画や避難所運営指針に記載があるからと言っ

て施策が実践されているわけではない。また、災

害対策本部に男女共同参画関係者や女性職員が参

図３　避難所の開設・運営にあたり行った男女共同参画の視点による取り組みと災害対策本部における参画状況

（2024年，％）

注１）「取り組みをしていない」には，「避難所を開設したが短期間のみの開設または避難者がいない（もしくは少人数）ため取組をしてい
ない」を含む。

注２）「担当者が参画した」とは，「災害対策本部が開設され，その構成員に男女共同参画担当部局の長、又は男女共同参画センター長を配
置した自治体」を指す。「担当者も女性職員も参画しなかった」とは，「災害対策本部が開設され，その構成員に男女共同参画担当部局
の長、又は男女共同参画センター長を配置せず，かつ女性職員の配置もなかった自治体」を指す。

出典：男女共同参画局，2025a　より作成
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画しているかどうかによって、施策が実践される

可能性が大きく異なることがわかる。

令和６年能登半島地震での避難所の設

備・体制

では、能登半島地震の被災地では男女共同参

画の視点による災害対応の実施状況はどうだっ

たのか。「令和６年度 男女共同参画の視点からの

能登半島地震対応状況調査」（内閣府男女共同参

画局）3、および被災した女性たちへの聞き取り調

査4 の結果から考察する。

まず、避難所の設備・体制について見てみよう。

発災１か月以降も指定一般避難所が開設されてい

た市町は14あった。表１は、それらの市町の避難

所で男女共同参画の視点による取り組み（子育

て、プライバシー、トイレ、運営・ルール、安全

対策に分けた合計14項目）がいつの時点から実施

されたのかを示すものである。早いうち（１週間

以内）に対応が始まった項目は、間仕切りの設置、

トイレを男女別に離れた位置におく、照明するな

どであった。これに対して、取り組みがないか把

握されていない項目は、運営体制への女性の参画

に関わるものや（女性責任者の配置、性別に固定

した分担）、子育て家庭への支援など従来の性別

分業に関わる事項が多い。子育て関係の対策が少

なかった理由には、被災地は少子化が進み、出生

数が少なかったことも影響しているだろうが、マ

イノリティではあっても、子育て世帯が存在しな

かったわけではない。トイレやプライバシーなど、

配慮に関することは実践されやすいが、女性責任

者の配置など参画に関することは取り組みが遅い

か、もしくは取り組みがないという結果は、すで

に確認した全国的動向と合致している。

ところで、避難所の設備・体制における男女共

同参画の視点からの取り組みを早くやるか、やら

ないかについては、自治体間の差が非常に大きい。

避難所において取り組み項目が多く、時期が早

かった市町は、車中泊者、在宅避難者へも性別や

立場に応じた支援が充実していた。そして、取り

組みの有無とスピードは、被災の度合い（避難者

が多すぎて対応が遅れた）や、人口規模・市町部

表１　令和６年能登半島地震で１か月以上指定避難所が開設された14自治体における男女共同参画の視点による取り

組み状況（自治体数）

出典：内閣府男女共同参画局　2025b　より作成

授乳室の設置 1 2 1 10 14

キッズスペースの設置 2 1 2 9 14

男女別更衣室の設置 6 2 1 5 14

間仕切りによるプライバシー保護 9 3 1 1 14

男女別トイレを離れた位置に設置 7 0 1 6 14

女性トイレを男性より多めに設置 6 0 1 7 14

トイレの個室や経路の照明 12 1 0 1 14

責任者に男女を配置 5 0 0 9 14

固定的役割分担とならない分担 5 0 1 8 14

相談室・意見箱の設置、相談体制 4 2 1 7 14

名簿管理の情報管理の徹底 7 1 1 5 14

男女が共に行う防犯のための巡回警備 6 1 1 6 14

性暴力・DV防止のポスター掲示 2 7 1 4 14

犯罪が起きにくいレイアウト 6 2 1 5 14

子育て

プライバシー

トイレ

運営・ルール

安全対策

合計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組の時期
取組の内容

1週間以内 1か月以内
それ以降
時期不明

実施せず
把握せず
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の違いによる明確な傾向は見られなかった。さら

に、女性人材の配置の有無、すなわち地方防災会

議の女性委員比率、危機管理担当部局に女性職員

が配置されているか、災害対策本部そのものに女

性の構成員がいるかも、影響していなかった。

では、何が避難所の設備や体制に影響を与えた

のだろうか。その要因の一つは、自治体内外のア

クターとの連携である。避難所における男女共同

参画の視点による対応が充実していたのは、医

療・教育・保育・介護などの専門職や専門機関、

民間の支援団体、地元の防災士や地域の女性リー

ダーなどと連携調整する場を設け、被災者のニー

ズ把握を依頼するなど、他団体の支援を得る体制

を整備していた自治体であった。「女性支援ニー

ズ」「母子支援ニーズ」「暴力・DV・虐待に関す

るニーズ」など、専門性が必要とされる分野の

ニーズ把握と対応のために10種類以上の団体と連

携していた自治体と、ほとんど連携がない団体と

の差は、明確であった。なかには、被災者支援に

一刻も早く取り組むため、市長の承認を得て災害

対策本部の下部組織として、「保健医療福祉調整

本部」を立ち上げ、医療支援チーム（女性の比率

が高い）や専門ボランティア等と緊密に情報共有

や協議を行い、連携して対応にあたった自治体も

あった。

災害時に実践される施策へ

能登の多くの自治体がまさにそうであるように、

人口規模が小さい自治体においては、地域防災計

画や避難所マニュアルに関係の記載をしたり、危

機管理担当部署や災害対策本部に女性職員／男女

共同参画セクターの人材を配置するだけでは、事

業を推進する際の根拠にはなっても、発災時の強

力な実践の推進力としては不十分である。男女共

同参画の視点による災害対応を災害時に実践でき

るようにするには、専門職を含めて内外の支援者

と連携調整する場と受援体制が重要となる。都道

府県と市町、応援職員を派遣する被災地外の自治

体、地域内の専門機関、外からの支援団体など、

多様な連携が考えられる。

また、能登の被災地では、男女の防災士の活躍

も注目された。避難所の運営を任され１か月にわ

たって自主避難所の運営に奮闘した女性防災士も

いる。地域の実情をよく知る地域在住の防災士に

も、近年は女性の比率は増えている。ここ数年、

地域防災の現場では災害対応や防災に女性のリー

ダーシップが必要だという認識は高まり、防災活

動や大災害時の支援活動を主導する女性は確実に

増えている。全国各地で女性を対象にした防災

リーダー養成講座も実施されている。地域防災を

担う女性たちを自治体との連携対象に位置付けて

いく必要がある。

今後、男女共同参画の視点による災害対応の取

り組みの焦点は、施策の提示、必要性の周知と

いった段階から、施策を定着させ実践する段階へ

と歩みを進めなければならい。文章への記載から

実践へ。配慮から参画へ。これは簡単なことでは

ないが、現場に定着してこそ、防災分野の男女共

同参画の真価が発揮される。
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１．はじめに 

令和６年１月１日16時10分、石川県能登地方を

震源とするマグニチュード7.6の地震が発生した。

この地震により石川県輪島市や志賀町では最大震

度7を観測し、多数の建物が倒壊するなど甚大な

被害をもたらした。この地震に伴い、図１に示す

輪島市朝市通り周辺では市街地火災が発生し、焼

失面積約49,000㎡、焼損棟数約240棟に及ぶ大規

模延焼火災となった。

地震により発生した市街地火災としては、津波

による火災を除くと1995年の阪神・淡路大震災以

来の規模であり、出火原因や消防水利の不足によ

る消防活動困難性など、両地震火災には共通点も

多く、残された課題を改めて認識させられた火災

であるといえる。本稿では、火災の概要を改めて

整理するとともに、調査や分析に基づいて指摘さ

れた課題や今後の対策について述べる。

２．輪島市大規模火災の概要等

火災は、令和６年１月１日17時23分に覚知され、

鎮圧までに約14時間、完全に鎮火したのは５日後

の１月６日であった。この火災を受け、大学や研

究機関の現地調査が行われ、さらに、総務省消防

庁と国土交通省は共同で「輪島市大規模火災を踏

まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を

設置し、原因調査の結果等を踏まえ、今後の対策

について検討された [1,2]。

⑴　出火の原因 [2]

消防研究センターによる原因調査の結果か

ら、出火箇所は地震で倒壊した築約50年の木造

２階建ての建物の１階東側とされている。出火

個所での鑑識や居住者の供述、地震発生から火

災覚知までの時間経過などから、火気器具や放

火、たばこが出火原因である可能性は低いと判

断されている。一方で、電力会社から延焼地域

への送電は、地震の強い揺れにより、一度は停

止（16時10分34秒）されたが、地震発生から約

50分後に再送電が試みられたことが分かってい

る。今回の火災の出火原因は、結論としては不

明とされているが、火気使用など他に考えられ

□輪島市で発生した大規模市街地火災の
概要と今後の対策

東京理科大学国際火災学専攻　教授　細　川　直　史

特　集 令和６年能登半島地震（その６）

図１　延焼範囲と焼け止まりの状況

延焼範囲

飛び火

馬だし小路

図2の撮影位置

図4の撮
影位置

消防活動による
延焼やけどまり

延焼範囲

図5の撮影位置
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る原因が見つかっていないこと、さらに、火元

建物内の電気配線に溶融痕が複数認められたこ

とから、電気に起因する火災の可能性が指摘さ

れている。

今回の2024年能登半島地震では、石川県、富

山県、新潟県内において発生した17件の地震・

津波火災のうち、電気配線からの出火が７件、

それ以外にも、医療機器の基板のスパークや車

のバッテリーのトラッキングによる出火がそれ

ぞれ１件と、電気に起因する火災の発生率が半

数以上を占めることが報告されている [1] 。

阪神淡路大震災においては、火災原因が分

かっている火災139件のうち、85件（約６割）が

電気火災であり、再通電火災の発生についても

指摘がされている。今後の震災火災対策におい

て、感震ブレーカーの設置促進など電気に起因

する火災の出火防止対策の重要性が改めて示さ

れたといえる。

⑵　消火活動による延焼阻止の効果

火災発生当時の気象状況は、火災現場から約

700m 南西に位置する気象庁の観測所において、

平均風速１～３m/s 程度の弱風であったことが

記録されている。火災は、火元からまず南北方

向へ延焼し、その後、東方向へと拡大した。延

焼速度は、阪神・淡路大震災時（20m/h 前後）

と比較して同程度から最大で1.8倍程度と、弱

風下にもかかわらず延焼速度が高かった [2]。

図１の延焼範囲と焼け止まりの状況で示すよ

うに、西側と北側は、川や道路などによって焼

け止まっているが、東側や南側は消防活動が焼

け止まりに大きく寄与したことが、奥能登広域

圏事務組合消防本部の活動記録やヒアリング調

査などから明らかになっている。特に、「馬だ

し小路」の焼け止まりは、図２に示すように地

震動によって倒壊した建物が道路を塞いでおり、

消火活動のために進入が困難な状況であったが、

北側海から送水による消火活動が行われ、延焼

阻止に成功している。市街地火災延焼シミュ

レーションによる分析によると、もし消火活動

が行われなかった場合、被害面積は実際の２倍

以上の約11万㎡に達した可能性が示されており、

限られた条件下での懸命な消防活動が被害の拡

大を抑制したことが科学的に裏付けられてい

る [3] 。

1995年阪神・淡路大震災において神戸市で発

生した火災では、焼け止まり要因の分析から、

全体の約14％が、放水等消防活動によって延焼

阻止されており、消火栓の使用ができない消防

力が劣勢の状況であっても、海からの送水や街

路幅を利用した放水活動によって、街区間延焼

を防いだ。

⑶　飛び火による延焼拡大

朝市通りは道路幅員が広く、弱風下における

隣棟間延焼であれば、この通りを超えた北側へ

は突破されにくいと考えられる。消火活動にあ

たっていた消防職員の目撃情報から、図１に示

す建物から「飛び火」による延焼拡大があった

ことが確認されている。

⑷　倒壊した建物が街区間の延焼を媒介

焼失した地域は、日本三大朝市の一つとして

知られる輪島朝市通り周辺の木造家屋が密集す

る市街地であった。この地区は、都市計画にお

いて防火地域や準防火地域の指定がなく、また、

幅員４m 未満の道路が多く、接道義務を満たし

図２　「馬だし小路」の倒壊家屋による閉塞と一部が

焼け残った裸木造建物の外壁の剥離
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ていない可能性のある建物があることから、建

て替えが進みにくい状況にあったと考えられ

る [4]。

延焼速度が比較的高かった主な要因としては、

①図２に示すような外壁が板張りの古い木造住

宅が密集し、市街地の防火性能が低い状況で

あったこと、②地震動の影響で外壁が壊れて延

焼しやすくなったこと、③飛び火の発生による

延焼拡大などが複合的に影響したためと考えら

れる。

さらに、倒壊した建物が延焼拡大の要因に

なった可能性が、消防庁と国土交通省の検討会

報告書で指摘されている。出火建物付近で消火

活動を行った消防職員へ筆者が行った聞き取り

において、図３に示すように道路側に倒壊した

建物が延焼し、隣の街区へ延焼伝播したという

証言が得られている。このことからも、火災リ

スクの高い木造密集地域における建物の耐震化

は、出火防止や初期消火等と並ぶ重要な延焼火

災対策の一つであるといえる。

３．消防活動における困難性

今回の能登半島地震では、地震により被災地か

ら金沢市や他県につながる道路が寸断されたこと

から、被災地外からの早期の応援が困難な状況で

あった。奥能登広域圏事務組合消防本部は、地震

動による水道管の破断や建物倒壊による道路閉塞、

大津波警報の発令などの困難な状況下において、

限られた消防力で消火活動行う必要があった。

⑴　消防水利の不足 [5,6] 

消火水利については、以下の状況から、確保

が極めて困難であった。

①　地震による水道管路の破断で、多くの消

火栓が使用不能となった

②　建物倒壊によって、一部の防火水槽が使

用できなかった。

③　地盤の隆起によって、河川からの取水が

できなかった。

④　大津波警報の発令により、河川や海から

の取水が長時間にわたり制約を受けた。

水道管路の被害は、能登６市町（七尾市、輪

島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）や内

灘町において、近年で特に被害率の高かった兵

庫県南部地震に匹敵する被害率となり、特に、

輪島市においては、修理箇所が659におよぶ甚

図３　路上での延焼跡

図４　倒壊建物の道路側への倒れ込み（輪島警察署あ

さいち交番付近） 図５　防火貯水槽
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大な被害が生じた [7]。

⑵　建物の耐震化不足による消防活動阻害要因

震度７の強震動により、輪島市では全壊2311

棟、半壊3971棟の住家被害が発生し、倒壊建物

に住人等が閉じ込められる救助事案も300件以

上発生している。倒壊した建物は、図２と図４

に示すように道路を塞いで消防活動を妨げ、さ

らに、防火水槽を使用できなくするなど、建物

の耐震化不足など脆弱性は、大規模地震時にお

ける消防活動の阻害要因の根本原因の一つであ

るといえる。

⑶　津波警報下での消火活動の判断

焼失地区は、津波浸水想定区域であったため、

津波警報下においては、消防活動の実施には大

きな制約と慎重な判断が求められた。１月２日

1:15に「津波警報」が「津波注意報」切替られ

る前に、朝市地区での消火活動や、海岸での水

利部署が２日0:00頃から実施され、東側街区へ

の延焼阻止に成功している。その背景には、津

波の第１波以降の到達状況を慎重に判断したこ

と、加えて、石川県による津波浸水想定調査に

係る追加の調査が平成24年に行われ [8]、陸域

の隆起を考慮した場合の輪島市の浸水区域が大

幅に縮小することを、奥能登広域圏事務組合消

防本部において把握していたことが挙げられる。

地域の津波ハザードを事前に把握し、最新の防

災情報を基に判断することは、活動中の職員の

被災を防ぎつつ、効果的な消防活動を行うため

に重要なことである。

４．今後の対策 

検討会報告書 [1] では、今後の対策について多

岐にわたる提言がなされているが、本稿では、今

回の火災で得られた教訓を踏まえて以下の点を強

調したい。 

⑴　建物の耐震化

地震動による建物の倒壊は、人命被害だけでな

く、消防車の進入路を塞ぐなど消防活動の阻害要

因となるため、建物の耐震化の促進は極めて重要

である。特に、古い木造密集地域では、火災リス

クが高くなるので、耐震補強や建て替えの取り組

みは、地域住民とも連携して着実に進められる必

要がある。

⑵　出火防止と感震ブレーカーの普及 

大規模地震では電気に起因する火災の発生率が

高いことから、感震ブレーカーは、有効な出火防

止対策であるが、全国の設置率は依然として低い

水準にある。感震ブレーカーについての認知度の

向上を図るとともに、木造密集市街地や津波浸水

想定区域等の火災・延焼危険性が高い地域におい

ては、重点的に普及推進を行うことも考えられる。

⑶　地震・津波災害時の消防活動計画

消防職団員の安全確保を大前提としつつ、活動

可能時間やエリア、退避経路等を事前に計画に定

めておく必要がある [1]。今回の輪島市での事例と

は反対に、地域によっては津波浸水区域が想定よ

り広くなる危険性もあることから、都道府県など

の防災部局とも連携して地域の津波ハザードに関

する情報を事前に把握するとともに、気象台との

連携を密にし、津波の見通し等の情報を迅速かつ

的確に入手する体制（ホットラインの構築など）

の構築が重要となる。 

⑷　消防水利の確保と水道管の耐震化

全国の水道の基幹管路の耐震適合率は約42％

（令和４年度末）とされている。さらに、地方の

図６　１階が座屈した建物
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人口減少などに伴う水道水の使用量の減少により、

老朽化した水道管路の更新が進んでいないという

現状がある。震災時に備えとして、耐震防火貯水

槽や自然水利の活用など消防水利の確保を図ると

ともに、通常時の火災においても、火災鎮圧に必

要な水量が確保できるように、市町村の水道部局

とも十分な連携が必要である。

５．おわりに

令和６年に輪島市で発生した大規模市街地火災

で明らかになった課題は、1995年の阪神・淡路

大震災で指摘された課題との共通点が多くあっ

た。消防体制の強化を図ることはもちろんである

が、建物や水道管の耐震化などの対策についても、

将来の被害を最小限に抑えるために、国、自治体、

地域住民が連携して着実に進めていくことが重要

である。
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１．ザガイン断層の地震活動

2025年３月28日12時50分（ミャンマー標準時）、

ミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7

（USGS 発表）、震源深さ10 km の大地震が発生し

た。震央はミャンマー中部を南流するエーヤワ

ディー川の中流で、行政区分としてはマンダレー

地方域とザガイン地方域の境界あたりである。こ

の地震による死者は、ミャンマー国内で少なくと

も2,500人とされているが、内戦の影響もあり正

確な犠牲者数はわかっていない。さらに震央から

1,000 km 以上も離れたタイ、インド、中国、ベ

トナムなどでも揺れが観測され、タイのバンコク

では建設中の高層ビルが倒壊して多数の死者を出

した。

ミャンマー中部は異なるタイプのプレート境界

が錯綜する、テクトニクスの観点からみて複雑な

エリアである（図１）。まず、インド・オースト

ラリアプレートがユーラシアプレートに衝突する

ことでヒマラヤ山脈やチベット高原が形成されて

いる。そして、そのプレート境界は、インド・バ

ングラデシュ・ミャンマーの境界あたりを南下し

てインド洋に至り、インド・オーストラリアプ

レートがユーラシアプレートに沈み込むスンダ海

溝に移行する。一方、ヒマラヤの東端からミャン

マーを南北に貫いてアンダマン海に入る断層帯が

ある。この断層帯は、ミャンマーの陸域では右横

ずれ断層、アンダマン海では正断層である。この

断層帯と前述したプレート境界に挟まれるブロッ

クをマイクロプレート（ビルマプレート）とみな

せば、ミャンマーを南北に貫くプレート境界（ト

■トピックス　　

2025年ミャンマー中部地震による

マンダレーおよびザガインの被災状況

琉球大学島嶼防災研究センター　准教授　尾　方　隆　幸

図１　ザガイン断層の位置と歴史地震（1906年以降の

マグニチュード6.5を超える右横ずれ型の地震）の

震央。I：北ザガイン断層系、II：ザガイン・セグ

メント、III：メイッティーラ・セグメント、IV：

ネピドー・セグメント、V：ピュー・セグメン

ト、VI：バゴー・セグメント。セグメントは Wang 

(2013) による。
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ランスフォーム断層）が認定される。このトラン

スフォーム断層はザガイン断層と呼ばれ、首都ネ

ピドーやマンダレーをはじめとするミャンマーの

人口稠密地域をいくつも貫いており、震源の浅い

内陸型地震を繰り返している履歴がある。

ザガイン断層は、全長1,000 km 以上に及

ぶ、世界第一級の長大な横ずれ断層である。歴

史記録に残る大地震のうち、モーメントマグニ

チュード7.0以上と推定されているものを整理す

ると、1839年アヴァ地震、1930年５月バゴー地

震、1930年12月ピュー地震、1931年ミッチーナ地

震、1946年・1956年・1991年ザガイン地震などが

ある。2025年ミャンマー中部地震の震源は、1839

年アヴァ地震の震源近傍にあり、過去にも頻繁に

巨大地震を繰り返しているエリアであることがわ

かる。

２．ミャンマー中部の被災状況

2025年ミャンマー中部地震の発生から１ヶ月後

の４月下旬から５月上旬にかけて、マンダレー地

方域およびザガイン地方域で調査を実施した。現

地はまだ混乱のさなかにあり、国際的な支援が求

められる状況が続いているうえ、内戦による制約

が極めて多かった。したがって調査できたことは

限られ、さらに調査できても公表できないことも

少なくないが、地区ごとに被害状況の概略を述べ

る。

・マンダレー市街地

マンダレーはミャンマー中部の中心都市で、ヤ

ンゴンに次ぐ人口をもち、都市圏人口は200万人

を超える。マンダレーの中心市街地は、南下する

エーヤワディー川の左岸（東岸）に広がる。エー

ヤワディー川は世界を代表する大河川のひとつ

で、ヒマラヤ東端からアンダマン海に注いでおり、

全長は2,000 km を超える。マンダレー市街地は、

新生代の堆積岩を沖積堆積物が覆っていて、地盤

は軟弱である。この軟弱地盤が、マンダレー市街

地で建造物の損壊率が高くなった一因といえる。

実際に、マンダレー市街地でとりわけ被害が甚大

だったのは、エーヤワディー川の左岸に広がる氾

濫原である。

氾濫原の被災地は、モンスーンの雨季になる

と、二次的な被害が拡大しやすい。マンダレーや

ザガインが位置するミャンマー中部は年降水量が

1,000 mm 未満の半乾燥地帯であるが、エーヤワ

ディー川の流域面積は40万 km2に及び、その上流

はヒマラヤの多雨地帯を含んでいる。この広い集

水域には大量の降雨があるため、エーヤワディー

川の流量は雨季に大きく増大する。それに伴って

河川の水位が上昇すれば、平野の地下水面も上が

り、河川水が越流しなくても排水不良による内水

氾濫が頻発する（写真１）。

エーヤワディー川沿いの地区には、被災した人

たちの仮設住居が並んでいる。自然堤防上には各

写真１　マンダレー市街の内水氾濫

写真２　自然堤防上のテント
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国から支援されて設置されたテントが並んでおり

（写真２）、それより低い位置にある河川敷や河岸

には、より簡素なテントが張られている（写真３）。

特に河川敷のテントの衛生状況は決して良いとは

いえず、被災者は厳しい避難生活を強いられてい

る。

・マンダレー南郊

アマラプーラ地区は、マンダレー南郊に位置す

る古都で、湿地帯が広がっている。このアマラ

プーラにも被災者の支援拠点が設置されており、

湿地帯の豊富な水が得られることもあって、給水

車によって運ばれた水と混ぜて被災者支援に使わ

れている（写真４）。湿地帯周辺は地盤が特に軟

弱なため、建造物の被害も顕著である。住民は素

手で瓦礫の撤去作業にあたっており、支援物資の

不足がうかがわれる（写真５）。

インワ地区は、1839年アヴァ地震で最も被害が

顕著だったと考えられるエリアで、考古遺跡が集

中している。遺跡ゆえに重機を入れにくいため、

倒壊した瓦礫がほぼ手つかずの状態で散乱してい

る（写真６）。インワ地区のエーヤワディー川支

流では、河岸ぎりぎりに集落が立地している地域

も多く、二次災害としての河岸侵食・崩壊リスク

も高まっている（写真７）。断層帯では河岸の未

写真３　河岸の簡素なテント

写真４　支援拠点の給水車 写真５　瓦礫の撤去作業

写真６　破壊された遺跡 写真７　河岸の集落
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固結堆積物に地震動をきっかけとする亀裂が入っ

ており、河川の増水による侵食や堆積物の水分

増加によって容易に崩れる状況にある（写真８）。

そのような地域の集落は、木造の高床式住居が主

体で、倒壊を免れて特に避難せずにそのまま住み

続けている住民が多く、緊急の支援が必要である

（写真９）。

マンダレー南郊は、マンダレーとザガインを結

ぶ鉄道・道路や、ヤンゴンとマンダレーを結ぶハ

イウェイが通過する、交通の要衝でもある。しか

し主要な橋梁のいくつかは断層のほぼ直上に位置

しており、それらはことごとく地震により破壊さ

れ、メインルートがあちこちで分断されている

（写真10）。

・ザガイン市街地

ザガイン地方域の最大都市が、マンダレーと２

つの橋梁で結ばれるザガインである。これら２つ

の橋梁は、鉄道・道路共用のアヴァ橋（インワ

橋）と道路専用のエーヤワディー橋で、ザガイン

断層のほぼ直上に位置する。これらのうち、より

古くから利用されてきたアヴァ橋は、イギリス統

治時代の1934年に建設され、第二次世界大戦中に

壊されるも、1954年に再建されてミャンマーの大

動脈として機能してきたが、2025年の地震で倒壊

した（写真11）。

ザガインは多数の仏塔（英語でパゴダ、ミャン

マー語でパヤー）が立ち並ぶ宗教都市としても知

られている（写真12）。ザガインでは震源地すぐ

写真10　ヤンゴンとマンダレーを結ぶハイウェイ

写真９　高床式住居

写真８　河岸の亀裂

写真11　倒壊したアヴァ橋

写真12　ザガイン市街
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近くに極めて多数の仏塔が建造されており、断層

の直上やそのすぐ近傍にあるものも多く、甚大な

被害を受けた。

ミャンマーの場合、クーデターによる政権交代

から混乱が続いているという特殊事情もあり、被

災状況の深刻さは複雑である。今回の被災地は、

軍政の支配が概ね及んでいる地区（マンダレー地

方域）と、そうとはいえない地区（ザガイン地方

域）にまたがっている。マンダレー側には世界各

国からの支援が入りつつあるものの、ザガイン側

は内戦による混乱が続いており、犠牲者数が不明

であったり支援物資が届きにくかったりといった

問題が発生している。瓦礫の撤去に必要な重機は、

ザガイン側にも一部の財団によって投入されるよ

うになってきたが、依然として人道支援の緊急性

が極めて高い状況におかれている。

３．被害の地域差と環境要因

地震による災害は建造物に多大な被害をもたら

すが、その地域差もまた顕著である。日本のよう

に耐震構造が強固になされて建築基準も厳しい地

域とミャンマーとでは、たとえ同じ強さの地震動

に見舞われたとしても、被害状況は比較にならな

い。また、同じミャンマーでも都市と農村では建

造物の強度も密度も大きく異なるので、被害状況

は多様化する。さらに言うまでもないことではあ

るが、地盤の強弱によっても被害程度は大きく変

わる。

地震災害の程度は地盤の強弱にも左右されるも

のの、震源の浅い内陸型地震では、断層に沿った

狭いゾーンに破壊が集中する特徴がある。現在、

マンダレーおよびザガインの各地で数多くの橋梁

が倒壊・損壊を受けているが、それらは断層に

沿ってほぼ一直線に並んでいる。ザガイン断層の

位置と活動度、さらに最近の空白域は過去の履歴

からわかっていただけに、今回の被害分布はある

程度は予測し得たものといえる。

被害の度合いは、地震そのものや地盤などの要

因だけではなく、気候や人間活動といったさまざ

まな要因との組み合わせで決まる。ミャンマーの

気候は、モンスーンによる乾季と雨季の交代に特

徴づけられる。現地では、季節を乾季（11～３

月）・暑季（４～５月）・雨季（６～10月）に分け

ることが一般的で、これらのうち雨季のことを

「モンスーン期」と呼ぶことが多い。今回の地震

災害は乾季から暑季に入りかけたあたりに発生し

ており、地震発生直後は日最高気温が40℃前後に

なる日が続いていた。その後に雨季に入り、湿度

の上昇や汚水による衛生状況の悪化、蚊などを媒

介とする感染症リスク、そして外水氾濫と内水氾

濫による洪水が顕在化している。これらのリスク

はエーヤワディー川の氾濫原で特に高くなる。

このような自然災害科学的な知識・理解は、

ミャンマーではなかなか普及していない。自然災

害を研究する者としては、自然災害科学研究の進

展を図る一方で、既知の理解を国内外に普及する

取り組みにも力を入れなければならない。アジア

の自然災害科学は日本がリードすべきで、科学的

知見の国際的アウトリーチ、特に途上国へのアウ

トリーチをどのように進めるべきか、真剣に検討

する必要があるように思う。

４．震災からの復興に向けて

1948年にイギリスから独立したミャンマーは軍

政と民政の交代を繰り返しているが、いずれも完

全な政権とは言い難く、内戦も2021年のクーデ

ター前から長年にわたり続いている。最近の４年

間は軍政下にあるものの、ミャンマー全土に軍の

支配が及んでいるわけではなく、各地で内戦が多

発している。2025年ミャンマー中部地震の被災地

では、地震発生後も空爆による犠牲者が続出して

おり、一般的な震災復興とは事情が大きく異なる。

このような状況にあるミャンマーに対して、私

たち日本人はどのような支援ができるのであろう
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か。まず各種の募金があるが、ミャンマーの場合

はきちんと被災地に届くかどうかという懸念が生

じるため、信頼できる国際機関を通すことが極め

て重要である。また、現地では外貨不足が深刻で、

現在では観光ビザの発行に積極的になっている。

治安の問題があるため渡航を積極的に推奨できる

状況ではないが、エリアによっては比較的安全に

観光できるところもある。慎重な検討のうえで渡

航して行う直接的な支援も、これから次第に盛ん

になってくることを願いたい。

【文献】

Wang, Y. (2013), Earthquake geology of Myanmar, PhD 

dissertation, California Institute of Technology.
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１　はじめに　

近年、リチウムイオン電池やリチウムポリマー

電池（以下「リチウムイオン電池」という。）を

原因とする火災が増加している。私たちの身近な

暮らしにおいても、スマートフォンをはじめ、モ

バイルバッテリーや電動アシスト自転車など、生

活に欠かせない製品に多く使用されている。これ

らの製品は、軽量かつコンパクトで便利な一方、

動力源であるリチウムイオン電池には火災のリス

クが潜んでいる。

今回紹介する事例は、健康・美容家電として使

用されるマッサージガンのリチウムイオン電池か

ら出火した火災である。

リチウムイオン電池からの出火原因は、内部構

造における正極及び負極の巻きずれや保護機能等

の不具合、外部からの衝撃・外圧など多岐にわた

り、外部起因の火災については使用者の取り扱い

方法が大きく関わるが、内部起因の火災は正しい

使用をしていても防げない場合がある。

当該製品にはリコールの情報はなかったが、製

造・販売会社（以下「メーカー」という。）を含

め合同鑑識を実施した結果、他市でも同様の火災

が発生していることが判明した。このため、調査

結果を基にメーカーへ改善及び対策を求める要望

書を送付し、該当製品が自主回収の対象となり、

令和７年９月時点で順次回収が行われている。

２　火災の概要

⑴　出 火 年：令和６年

⑵　出火場所：相模原市（共同住宅の洋室）

⑶　被害状況：マッサージガン１台及びＵＳＢ

ケーブル（充電用）１本が焼損

⑷　死 傷 者：なし

３　製品概要

⑴　製品情報

ア　生産国：中国（日本のメーカーが設計し本

体等は中国で製造）

イ　販売台数：数十万台

ウ　火災発生時のリコール情報：なし

⑵　主な仕様

ア　電源：充電式（リチウムイオン充電池内蔵 

7.4Ｖ1300ｍＡｈ）

イ　充電時間：約２時間（満充電、ＤＣ５Ｖ２

Ａ出力アダプター使用時）

ウ　充電可能回数：約300回

⑶　購入及び使用状況

・１年前に母親がオンラインショップで購入し

息子が使用

・購入後半年間、週３回程度使用し、最後に使

用したのは半年前

・充電は残量がなくなるたび実施

・落下や激しい使用歴なし

・充電は市販のＵＳＢコンセント充電器とＵＳ

◇火災原因調査シリーズ（118）

リチウムイオン電池からの出火事例について

　相模原市消防局
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Ｂケーブルを使用

⑷　火災発生までの状況

火災前夜、半年ぶりに使用するため１時間充

電したところ、充電ランプは赤点灯したが作動

せず使用を断念。翌朝再び充電中に洋室から

「ボッ」という音がし、充電口付近から炎を確

認した。

４　実況見分

⑴　第１回実況見分（現場）

出火室北側のコンセント直下に焼損したマッ

サージガンを確認すると、充電口にはＵＳＢ

ケーブルが接続され、ＵＳＢコンセント充電器

は外されていた。床面にすすの付着はあるが焼

損は認められない。（写真１参照）

⑵　収去品の見分状況（第２回）

ア　ＵＳＢコンセント充電器を見分すると、Ｅ

社製、ＰＳＥマーク、入力はＡＣ100Ｖ、0.2

Ａ、出力はＤＣ５Ｖ、１Ａと表示されており、

差し歯及び充電器本体に焼損は認められない。

（写真２参照）

当局のＸ線透過検査装置（以下「Ｘ線」と

いう。）により撮影すると、基板に備え付け

られた各部品に変形及びずれは認められず、

各配列パターンに異常は認められない。（写

真３参照）

イ　ＵＳＢケーブルを見分すると、メー

カー不明で、ＵＳＢ ＨＩＧＨ ＳＰＥＥ

Ｄ ＤＡＴＥ ＣＡＢＬＥ Ｖ2.0／３Ａと

表示され、全長が100センチメートルで

ある。

両端を見分すると、ＵＳＢコンセント

充電器側はＴｙｐｅＡ、マッサージガン

側はＴｙｐｅＣの端子が認められる。Ｔ

ｙｐｅＣコネクタのカバーを見分すると、

一部が黒く変色し、変形しているのが認

められる。

ＵＳＢケーブルの一部の被覆は、溶融し変

色しているものの芯線の露出は認められない。

写真１　マッサージガン及びＵＳＢケーブルの焼損状

況を撮影

写真２　ＵＳＢコンセント充電器及びＵＳＢケーブルを撮影

写真３　ＵＳＢコンセント充電器をＸ線により撮影

ＵＳＢコンセント充電器ＵＳＢケーブル

 

差し刃 ＩＣ 

トランス ヒューズ 

電解コンデンサ 

ＵＳＢ端子 
差込口 

電解コンデンサ 

－44－



№162 2025（秋季）

（写真２参照）

Ｘ線により撮影すると、ＴｙｐｅＣコネク

タのカバーと端子部の境から変形している箇

所に断線や金属瘤は認められず、ケーブルの

芯線にも断線や金属瘤は認められない。（写

真４参照）

５　合同鑑識

メーカー及び独立行政法人製品評価技術基盤機

構（ＮＩＴＥ）立会いのもと合同鑑識を実施した。

⑴　当製品にかかる火災情報の共有

・本市を含む６件で同様の火災を確認。いずれ

も充電中に出火

・内部短絡により発熱、発火と推

定するが、その原因は不明

⑵　調査状況

メーカーから提供された同型品

及び同型のリチウムイオン電池と

比較し、Ｘ線で撮影し見分を実施

した。

ア　本体（焼損品）

表面を見分すると、ハンドル

上部カバーの後側中央から右側

に焼損が認められ、右側に向か

うに従い膨らむように変形して

いる。ハンドル下部キャップが

本体から離脱し、当キャップ内

のメイン基板及び配線類に焼損

が認められる。（写真５参照）

後面を見分すると、ハンドル

上部カバーとハンドル下部カ

バーの接続部が離れ、内部に炭

化しているリチウムイオン電池

が認められる。（写真６参照）

本体を分解すると、ブラシレ

スモーターに焼損はなく、すす

が付着している。 　　　　　　　写真６　マッサージガンの後面を撮影

写真４　ＵＳＢケーブルのＴｙｐｅＣコネクタをＸ線

により撮影

　　　　  　写真５　マッサージガンの焼損品及び同型品を撮影

マッサージガン側 給電端子 

右 左 

後 

前 

ハンドル下部キャップ 変形、変色箇所 

ハンドル 

上部カバー 

配線類 

リチウム 

イオン電池 
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配線は、焼損しているものの溶融痕はなく、

メイン基板は焼損し炭化物が付着している。

（写真７参照）

本体の基板をＸ線で撮影し見分すると、回

路パターンの銅はくに破損等の異常は認めら

れない。

イ　リチウムイオン電池（焼損品）

Ｘ線で撮影すると、リチウムイオン電池は

前側セルと後側セルの２本で構成されており、

焼損品は後側のセルが膨張し密度が薄くなっ

ている。（写真８参照）

前側セルを詳細に見分すると、異物の混入

は確認できないものの、セルの右側端部が波

打つように巻きずれが認められる。また、保

護基板は折れ曲がっている。（写真９参照）

前側のセルは焼損しているものの原形を留

めているのに対し、後側のセルは炭化し原形

を留めず、残存しているセルは僅かである。

（写真10参照）

後側のセルは、正極、負極及びセパレー

ターのほぼ全てが焼失しており、残存してい

るのは、破損している外装材及び炭化物のみ

で焼損が著しいのが認められる。

写真７　焼損品及び同型品の分解状況を撮影

前側セル 配線 ハンドル上部キャップ 

ブラシレス 

モーター 

リチウム 

イオン電池 

メイン基板 

ハンドル 

スリーブ 

リング 

ワイドアタッチメント 

銅製 

スリーブ管 

メイン基板 

保護基板 後側セル 

写真８　焼損品の全景を X 線で撮影

保護基板 
巻きずれ 

写真９　焼損品の前側セルを撮影

－46－



№162 2025（秋季）

リチウムイオン電池の保護基板をＸ線で撮

影し見分すると、回路パターンの銅はくに破

損等の異常は認められない。（写真11参照）

後側のセルを詳細に見分するも異物の混入、

せん孔及び溶融痕は確認できない。

ウ　リチウムイオン電池（同型品）

同型品のセルをＸ線で透過すると、異物の

混入は確認できないものの、前後のセルの

両端が波打つように巻きずれが認められる。

（写真12及び写真13参照）

６　合同鑑識時のメーカーからの補足説明

・火災が発生したのは初期製造ロットに集中し

ている

・マッサージガンは、現在も継続して製造して

おり、リチウムイオン電池の仕様を更新した。

メーカーに変更はなく、温度に関する安全性

を高める機能として、ＮＴＣ（バッテリー内

温度監視製品）を追加した

・基板は、製品本体のメイン基板と電池パック

内の保護基板の２つ

・メイン基板にはメインＩＣが取り付けられて

いる。Ｘ線の撮影状況を確認したところ、基

板の変形は認められない

・保護基板には充電管理ＩＣが備わっている。

充電管理ＩＣは５Ｖの電圧を7.4Ｖに昇圧し

て電流を流す集積回路であり、充電の入力部

以外では１番電圧が高い。

・半年間におけるリーク電流量は検証できてい

ない

前側セル

写真10　焼損品の前側セルを撮影　　　  　

写真13　同型品のセルを撮影（右側）写真12　同型品のセルを撮影（左側）

写真11　リチウムイオン電池の基板を撮影

巻きずれ 

巻きずれ 

保護基  板

同型品 

焼損品 
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７　火災調査結果

実況見分及び合同鑑識の結果、ＵＳＢコンセン

ト充電器及びＵＳＢケーブルからの出火を否定し、

本体内部のリチウムイオン電池のうち、後側のセ

ルからの出火と判定した。

出火原因について、外部要因と内部要因を検討

したところ、購入後、半年間の使用の中で落下等

の外圧がないとの申述があり、仕様書の範囲で使

われていたと考えられること。また、焼損箇所以

外にへこみ等がなく申述と相違がないことから外

部応力による出火は否定した。

内部要因については、ブラシレスモーター、配

線等の内部機器、異物混入、過充電及び両極の巻

きずれに伴う出火を検討した。

ブラシレスモーターに焼損はなく、配線に溶融

痕が認められないことから、内部機器の出火は否

定した。

リチウムイオン電池への異物混入については、

出火したセルの焼損が著しく物的証拠は得られな

いが、焼損品の前側のセル及び同型品のセルの全

てに異物の混入が認められないことから、異物が

混入していた可能性は低い。

過充電については、出火前日に１時間充電した

ものの、充電中を示す赤ランプが点灯し作動まで

至らないため、出火当日に再度１時間45分充電を

しているが、リチウムイオン電池の回路パターン

の銅はくに破損等はなく、半年間、使用している

際には、正常に充放電が繰り返されていたことか

ら、充電管理ＩＣの保護機能が正常に働いていた

ことを考えると、過充電による出火の可能性は低

い。

焼損品及び同型品をＸ線で撮影すると、両極に

波打つように巻きずれが生じており、製造工程に

おける不具合が原因とみられる。

リチウムイオン電池は正極が負極よりはみ出し

た状態で充電すると金属リチウムが析出し、充放

電を繰り返すことにより析出が拡大して短絡に

至る。

出火セルの焼損が激しく物的証拠はないが、複

数のセルに巻きずれが認められ、同一製造時期の

製品に火災が集中していることから、製造工程で

の巻きずれに伴う不具合による原因の可能性が高

いと結論付けた。

８　火災調査後の対応

メーカーに口頭で原因究明と対策を要請し、そ

の後「要望書」を送付。全国６件のうち３件で要

望書が提出された。

９　メーカーによる継続調査

火災発生から半年後、メーカーから以下の報告

があった。（文書及び口頭報告内容を一部抜粋）

・合同鑑識後に新たに２件の火災が発生し計８

件

・いずれの事例も、セルからの出火が原因で

あったと結論付けた

・火災となった８件はいずれも、マッサージガ

ンを一定時間充電したものの作動せず、再度

充電を行い、時間が経過した段階で発火に

至った事象であることを確認

・不具合が発生したロットは製造初期の時期に

限定

・製造初期の製品はＩＥＣ規格に準拠したバッ

テリー（※充電電圧上限4.25±0.025）を使用。

その後、製造業者の変更はないものの、ＪＩ

Ｓ規格に準拠したバッテリー（※充電電圧上

限4.225±0.025）へ仕様を変更

※合同鑑識時には、リチウムイオン電池の

仕様変更の際に２重の安全としてＮＴＣ

（バッテリー内温度監視製品）のみ追加し

たとの申述であった

・両規格の主な違いは、ＪＩＳ規格の充電電圧

上限がＩＥＣ規格よりも25ｍＶ低い点にある
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・電圧値としては僅であるが、リチウムイオン

電池の電圧特性上、電圧が上限に近づくにつ

れて特性曲線の勾配が緩やかになるため、充

電電圧上限に到達するまでの時間が長くなり、

充電時間が延びることで過充電となるリスク

が高まる可能性がある

・巻きずれについては、中国の製造会社に対し、

是正を求め改善に取り組んでいる

10　対応措置

本市で火災が発生してから半年後、リコールが

公表され自主回収が開始された。使用者に対する

周知として、ホームページによる周知、販売店か

らのダイレクトメール、各販売店でのポスター掲

示を実施するとともに、関係省庁に回収率等の定

期報告が実施されている。

11　おわりに

今回の火災調査に関しては、マッサージガンの

動力源であるリチウムイオン電池のセルからの出

火について特定できたものの、出火に至るメカニ

ズムが消防機関の結論と、メーカーによる継続調

査の結果が異なる見解であった。しかし、出火し

た８件の火災は同時期に製造された製品であり、

その全てが充電中の出火であること。また、それ

らのセルが波打つように極端に巻きずれを生じて

いる事実がある状況から、充放電を繰り返す中で、

充電時に負極側に移行したリチウムイオンが負極

端部で金属リチウムとして析出が広がり、セル内

部で短絡が発生するメカニズムは十分に考えられ

る。

冒頭でも述べたように、リチウムイオン電池の

火災に至る原因は多岐にわたるが、リチウムイオ

ン電池から出火すると、内容物が焼失することも

多く、発火源の特定には至るものの、経過につい

ては「何らかの原因」により、「推定」及び「不

明」に留まることで、メーカーに対して要望改善

まで踏み込めない事例が多く散見される。

今回は、８件の火災のうち、３市からメーカー

に対し再発防止対策が求められ、結果、製造初期

の製品がリコール対象となり自主回収が開始され

たことは、予防行政の目的として一定の成果を果

たすことができたと思慮する。

本寄稿が、リチウムイオン電池火災調査の一助

となれば幸いである。
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夕刊売りと大阪府知事

――政治の混迷が、つづいていている。

もはや、政治とは何か、がわからなくなってい

るのではあるまいか。

思い出す方法はある。歴史の“美談”の中から、

政治を改めて見詰め直すのだ。

もっとも、世に“美談”と称されるもののなか

には、創り話、いかがわしさを感じさせるものも

少なくない。ところがここに、“美談”の極
きょくち

致と

もいうべき実話が存在した。

地方行政がまだ可
か

憐
れん

であり、官吏たちが庶民に

“公
こう

僕
ぼく

”として、一生懸命であった頃のこと。

大阪府第15代知事・林
はやし

市
いち

蔵
ぞう

（1867～1952）にま

つわる話である。

大正７年（1918）、秋も半ばの頃であった。

大阪市内は淀
よど

屋
や

橋
ばし

――その路面電車「市電」の

停留所近くに、一軒の理髪店があり、林はそこで

散髪をしてもらいながら、何気なく鏡に映る窓越

しの、外の風景を眺めていた。

ちょうど、米騒動のあった直後である。

暴動はやみ、戒厳令は解除されたとはいうもの

の、物価は日を追って上がるばかりで、大阪府は

その救済処置として、府内の篤
とく

志
し

家
か

の寄付を得て、

米の廉
れん

売
ばい

（安売り）を各地で行なっていた。

林はその廉売場を視察した帰りであったのだが、

窓越しに見える市電の通りに、先ほどから夕刊売

りをしている母子の姿が、林は気になってしかた

がなかった。

見れば、40格好の婦人が、背に幼児を負い、秋

だというのに洗いざらしの絣
かすり

の浴
ゆ か た

衣を着て、かた

わらに、ずっしりと重そうな夕刊を抱えて佇
たたず

んで

いた。

市電が停まるたびに、婦人は停留所近くに駆け

寄り、

「夕刊、夕刊」

と呼ばわっているようだが、その姿は心なしか、

土佐堀川の風の寒さに、震えているようにも思わ

れた。

理髪店を出た林は、母子に近づき、何枚かの新

聞を買い求めながら、さり気なく尋ねた。

「夕刊を売って、１日どれくらいになるのかね」

婦人のいうところによれば、一つ先の停留所近

くで、同じく夕刊を売る２人の子どもの分と併せ

ても、ようやく40～50銭（現在の貨幣価値で約

900円／公務員の初任給から算定）ほどにしかな

らない。当時のうな重（並）１人前の代価である。

２人の子どもは８歳と10歳、ともに小学生で

あった。

「主人が病気で寝込んでしまい、働かねば食べて

いけませんので、かわいそうですが学校を休ませ

ております」

しばらく話すうちにも、秋の陽
ひ

は釣
つる

瓶
べ

落としで

あった（秋の日は暮れやすい）。

やがて林は淀屋橋を渡ると、橋畔の交番に立ち

寄り、自らの身分を明かして、

「あの母子の夕刊売りの、身元を調べてほしい」

と巡査に依頼した。

心熱き民生委員の父・林市蔵

歴史家・作家　加　来　耕　三

連載
講座
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翌日、知事室の林の机上に、母子の身元を調べ

た報告書が置かれてあった。

林がその報告書に触れると、報告書はところど

ころで濡れていた。一読して林は、それが調べに

当たった巡査の、涙であることに思いいたった。

婦人は、北区本
ほん

庄
じょう

葉
は

村
むら

町（現・北区中
なか

崎
ざき

町）

に住む沖
おき

仲
なか

仕
し

（港湾労働者）の妻で35歳。42歳の

夫が病気となり、日々１円２、30銭（約2500円）

の稼ぎが入らなくなり、２男２女の子を抱え、一

家は貧困の極
きわみ

にあった。

家財道具はすべて売り尽くし、着るものとて着

替えのないありさま。電灯料も払えなくなってか

らは、薪
しん

炭
たん

さえない生活で、湯を沸かすことすら

できないでいるという。

そしてはじめたのが、婦人と子ども２人による

夕刊売りであった。

幼い長女を寝たきりの夫に預け、下の乳飲み子

をおぶって、婦人と２人の男の子は夕刊売りに出

たのだが、それでも母子の稼ぎは、ほとんど夫の

薬代に費やされ、残るわずかな金がようやくパン

代に当てられていた。

林は報告書を読み終えると、考え込んでしまう。

（府下の多くの社会事業が、どうして、このよ

うな困
こん

窮
きゅう

者を見落としているのか）

林にはこの点が、どうにも理解ができなかった。

婦人の家の近くには、済
さい

生
せい

会
かい

の大阪病院もある。

小学校にも貧困家庭に対する、授業料免除の道

が講じられていた。

にもかかわらず、どうして……。

真の意味での社会事業

林には、婦人の一家が、こうした救済機関を利

用しない理由が、皆
かい

目
もく

わからなかった。

その時である。

「そういえば……」

と、ふと林は、米の廉売場を視察したおりの光

景を思い出した。

ある家族は、夫と妻とその子ども３人で、１人

３升（約4.2キロ）制限の廉売を、併せて１斗５

升（約21キロ）――制限いっぱいに、買っていっ

た。

ところがある老婦人は、幼い孫の手を引いて会

場へ来たものの、なぜか急に孫を激しく叱ると、

目にいっぱいの涙をためて、どうしたことか来た

道を引き返して行く。

あとを追って理由を尋ねると、廉売と知って、

どうにか１升分の35銭（約700円）をかき集め、

長い道のりをやって来たのだが、孫が大切なその

金を、途中で落としてしまったのだという。

「これで米の飯は、当分食べられない」とも。

林は、考え込まざるをえなかった。

――米の廉売は、１斗５升もの米を買える財力

のある者のために、実施したのではない。

35銭のために、かわいい孫を叱り、涙する老婦

人とその孫のためにこそ、必要なはずだ。

それなのに、米はそうした貧しい人々のもとへ

は届かない。ほかの社会事業にも、このような理

不尽が、罷
まか

り通っているのではないだろうか。

夕刊売りの母子、しかりである。

母子は、廉売米さえ買うことができないではな

いか。おそらくは、米代に充てる35銭も自由には

ならないにちがいなかった。

とすれば、社会事業はいったい何を、そして誰

を救済しているのか。そこには、救済を本当に必

要とする者のすべてに、救済が行き届かない何か、

弊
へい

害
がい

がきっとあるはずだ。

林は今日まで、大阪府下の社会事業を知事とし

て誇りに思ってきたことが、いまさらのように恥

ずかしくなった。

知事として、ひとりの人間として林は悩んだ。

どうすればいいのか、と苦慮するうちに、よう

やく一
ひと

つの、ごくごく当たり前のことに思いい

たった。

「救済の前に、実態を知る必要があるのだ。実態

を正しく把握せずして、いくら施しを行なっても、
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それは善政とはならない。何よりもまず、正確な

調査が先決であった」

つまり、母子たちが救済を受けられなかったの

は、彼らに依頼心がなかったからではないか。

それ自体は立派なことだが、それを知らずして、

みすみす善良な市民が困窮するのを放置している

ことは、行政として許されるべきことではない。

炊き出しをして、貧窮の一母子を温かく迎える

のは善意かもしれないが、広く救済の手立てを講

じるのもまた、真に“公”の意義あることではあ

るまいか。

林は「知事」という為政者ではあっても、篤
とく

志
し

家
か

（慈善家）ではなかったのだから。

林の得た結論＝社会事業における、対象者の実

態調査機関設置が、やがて「方向委員制度」の発

足へとつながった。

大正９年、林は知事を退いたが、その後も大阪

の方面委員の顧問としてその指導、普及に当たっ

た。

また、庶民信用組合の頭取として、防貧事業に

も参加している。

方面委員は、大正６年に岡山県で設置された

「済世顧問制度」と相
あい

まって、昭和に入ってから

全国へ普及していく。

戦後、呼び名は「民生委員制度」と変わったも

のの、この制度によって救われた家庭は、おそら

く枚
まい

挙
きょ

に遑
いとま

がないにちがいない。

だが、どのように優れた制度も、時代の流れに

はいつしか適応能力を減ずるものだ。

要は、常に政治家が惻
そく

隠
いん

の心を持ちつづけるこ

とができているかどうか、ではあるまいか。
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１　竜巻とダウンバースト

風による災害対策は、これまでは、強い風に

よって家が壊れるとか、強い風で海難が発生する

といった、平均風速と関連した強風による大規模

な被害を防ぐというものが主でした。しかし、建

物等が丈夫に作られ、海難防止の施策が進んでく

ると、強風による大規模な災害が減り、物が飛ん

できてそれに当たる、風で転倒・転落するといっ

たといった瞬間風速と関係する局地的な突風（急

激に強く吹く風）による災害が増えてきました。

突風のうち、特に強いものに竜巻とダウンバー

ストがあります（図１）。竜巻は、台風や寒冷前

線などに伴って発生する大規模な積乱雲を親雲と

して発生する激しい渦巻きで、地表面近くでは風

は渦に向かって内側に吹き込み、上昇気流となっ

て、回転しながら螺旋状に巻きあがってゆき、漏

斗雲ができます。漏斗雲は、いろいろな物が巻き

上げられることで黒くみえ、竜巻が通ったあとに

は、その通り道に集まる形で倒壊物が集まってい

ます。これに対して、ダウンバーストは積乱雲で

発生した冷えて重くなった空気による強い下降気

流のことで、ダウンバーストが地面に到達後、周

囲に吹き出し突風をもたらします。離発着中の航

空機がダウンバーストに遭遇すると、地面にたた

きつけられて大事故となる危険な現象です。積乱

雲が移動している場合には、移動方向の吹き出し

が強くなる傾向がありますので、倒壊物の方向が

一方向か扇型になることが少なくありません。竜

巻とダウンバーストは、上昇流と下降流という違

いがあっても、ともに発達した積乱雲から生じま

す。

２　藤田スケール

竜巻やダウンバーストの風速を建物等の被害か

ら推定するために考えられた尺度が藤田スケー

ル（F）です。ミスタートルネードと呼ばれ、米

映画「ツイスター」のモデルとも言われるシカ

ゴ大学の藤田哲也博士によって昭和46年にアメ

リカで考案されたものです（表１）。ここでの風

藤田スケール（F）から
日本版改良藤田スケール（JEF）へ

気象予報士（元気象庁） 饒　村　　　曜

知っておきたい気象用語の豆知識（第10回）

連　載

講　座

図１　竜巻とダウンバーストの説明図（気象庁資料に

よる）

出典：気象庁ホームページ
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は、ある地点を吹き抜けた風が４分の１マイル

（約400m）さきにゆくまでの時間の平均風速です。

平均風速といっても F スケールが大きくなれば、

瞬間風速とほぼ同じになります。F スケールの各

スケールの下限の風速Ｖは、　Ｖ＝6.3×（Ｆ＋２）

×√（Ｆ＋２）m/s で与えられます。Ｆ＝１なら、

Ｖ＝6.3×3×√3＝32.7m/s となりますが、これは、

約10秒間（＝約400÷32.7）の平均風速です。ビュー

フォート風力階級では、最大階級である風力12は、

10分間の平均風速が32.7m/s 以上です。数値が同

じといっても意味がちがいますが、藤田博士は広

い意味で風を考え、ビューフォート風力階級12を

藤田スケール１に対応させ、藤田スケール12を

マッハ１（音速）に対応させていますが、竜巻が

多く発生するアメリカでも F5の竜巻までしか観

測されていません。

気象庁では、平成28年４月より、竜巻など突風

の風速の強さを割りだすための指標として、こ

れまでの「藤田スケール（F）」から、「日本版改

良藤田スケール（JEF）」に変更しました（表２）。

「藤田スケール（F）」は９種類のアメリカの建築

物等の被害をもとに作られていますが、「日本版

改良藤田スケール（JEF）」では、自動販売機など、

日本の住宅事情にあった、30項目の被害をもとに

作られています。例えば、地盤面に固定されてい

ない自動販売機が横転する瞬間風速は35m/s プラ

スマイナス５m/s であるといった調査の積み重ね

です（図２）。

表２　竜巻の藤田スケール（F) と日本版改良藤田スケール（JEF）の区分

表１　藤田スケール（F）

出典：気象庁ホームページをもとに筆者作成

出典：気象庁ホームページをもとに筆者作成
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日本版改良藤田スケールの階級は、藤田スケー

ルと基本的には同じになるよう設定されています。

平均風速を求める時間が違うなどの理由で、階級

の数値は違っていますが、過去の竜巻等の突風と

の比較は可能で、過去の竜巻資料はそのまま生か

せます。

藤田哲也博士は、竜巻の世界的権威ですが、世

界で初めてダウンバーストを研究し、ダウンバー

ストの世界的権威でもあります。藤田哲也博士が

ダウンバーストの概念を思いついたのは、昭和20

年８月９日に長崎に落とされた原子爆弾の被害調

査を政府調査団の一員として参加したときと昭和

61年に直接お聞きしました。長崎の墓地にある竹

の花入れに残っていた閃光による影を調べて原爆

の高さを520メートルと推定し（図３）、そのとき

爆発直下点から約45度以内では電車の架線柱が倒

れていないことに気がつき、ダウンバーストのア

イデアが浮かんだとのことです（図４）。

３　日本で観測された最強の竜巻は F3

（JEF3）

竜巻とダウンバーストは、日本では年に15～20

個発生します。月別には９月が一番多く、次いで

10月ですが、真冬にも発生します（図３）。また、

昼間の発生が多いといっても夜間にも発生し、発

生しないと言い切れる地方もありません。これは、

下層に強い暖気が入るか、上層に強い寒気が入る

時に発生するといっても、そのような気象条件が、

台風、気圧の谷、寒冷前線、寒気の移流、暖気の

移流など多種にわたっているからです。

日本で観測された竜巻では、F3（FEF3）が最

強です。このうち、北海道網走支庁の佐呂間町で

は、新佐呂間トンネルの工事をしていた作業員用

のプレハブ小屋がとばされ、９人が死亡し、重軽

傷者31名、全半壊14棟などの大きな被害が発生し

ました。暖気の移流があったところに強い寒気を

ともなった寒冷前線が南下してきたことで大気が

非常に不安定となって発生した竜巻の被害域は幅

100～300m、長さは1400m でした。

日本で観測された竜巻は、JEF3（JEF3）が

最強で、F3（JEF3）クラスの竜巻は10年に１

図２　地盤面に固定されていない自動販売機の横転と

風速の関係（気象庁資料による） 

出典：気象庁ホームページ

図３　長崎で原爆が爆発した高さの推定

出典： 筆者作成

図４　ダウンバーストのアイデアとなった原爆の爆風

被害

出典： 筆者作成
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度、F2（JEF2）クラスの竜巻は２年に１回くら

い発生しています。過去には、F2（JEF2）や F1

（JEF1）の竜巻であっても死者がでていますので、

竜巻は常に警戒が必要です。

４　竜巻に関する情報

気象庁では、突風による災害を防止するため、

平成20年３月から、半日～１日程度前には気象情

報で「竜巻などの激しい突風のおそれ」と明記し

て注意を呼びかけています。発達した積乱雲から

竜巻が発生するのか、ダウンバーストが発生する

のかを事前に予測することは困難です。このため、

気象庁では、突風被害が発生すると、現地に担当

者を派遣し、竜巻による突風であったものか、ダ

ウンバーストによる竜巻であったものかの判断し、

データベースを作っています。また、同時期から、

数時間前には雷注意報でも「竜巻」と明記して注

意を呼びかけ、雨と風の動きを３次元で連続的に

監視できる気象ドップラーレーダーによる観測等

から、今まさに、竜巻、ダウンバースト等の激し

い突風が発生しやすい気象状況になったと判断し

たときには、有効期間が１時間という「竜巻注意

情報」を発表しています。

激しい突風をもたらす竜巻などの現象は、発現

時間が短く、発現場所も極めて狭い範囲に限られ

ます。竜巻注意情報が、県内に発表されたからと

いって、県内のどこでも発生するものではありま

せん。竜巻注意情報は予測時間が短い情報（約１

時間）であり、技術的に難しいために精度が低い

情報ですが、竜巻が起これば甚大な被害が予想さ

れることから、精度が低くても、あえて発表する

ことになった経緯があります。竜巻注意情報が発

表された場合には、まず周囲の空の状況に注意を

払ってください。さらに、空が急に真っ暗になる、

大粒の雨が降り出す、雷が起こるなど、積乱雲が

近づく兆候が確認された場合には、頑丈な建物に

避難するなどの身の安全を図ることが大事です。

図５　竜巻またはダウンバーストの月別発生数（1991-2010）

出典：気象庁ホームページ
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